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本書について 

本ガイドブックは、学内の研究者を対象とし、研究費を研究遂行上必要な経費（物品費・業務委託
費、旅費、人件費・謝金など）として執行するための、手続きの流れや手順について説明していま
す。また、研究費執行のガイドブックとしての実用性を重視し、関連情報などの詳細な説明は省い
て、できるだけ手続き自体の説明に絞って記載しております。そのため、研究費に関わる各種制度
などの関連情報につきましては、本学のホームページなどを適宜、参照していただきますようお願
いいたします。 

研究費執行に関するマニュアルの分冊構成 

マニュアル名 対象読者 概要 

研究費執行ガイドブック
（研究者版） 

 本書  

研究者 
事務局の事務担当者 

学内の研究者を対象とし、研究費を研究遂行
上必要な経費（物品費・業務委託費、旅費、
人件費・謝金など）として執行するための、
手続きの流れや手順について説明していま
す。 

研究予算管理システム 
かんたんガイド（研究者版） 

研究者 
事務局の事務担当者 

学内の研究者を対象として、オンラインで研
究費執行や申請手続きを可能とする「BCM
（Budget Cycle Management system）」（以
下、「BCM」）の操作方法や画面の詳細を説
明しています。 

本書の構成 

章 概要 
1章 はじめに 本大学における研究費の適正執行に関する取り組みについて掲載し

ています。 
2章 研究費の取扱い 研究費の種類、手続きに関する連絡先、研究費で執行できる経費と本

ガイドブックの参照先、研究費の管理システムなどについて説明しま
す。 

3章 物品費・業務委託等
の経費 

研究遂行上必要な物品の購入・業務委託の経費に係る手続きについて
説明します。 

4章 旅費 研究者、研究に協力する者における国内・海外出張に係る手続きにつ
いて説明します。 

5章 人件費・謝金 研究に関わる人件費・謝金のうち、時間雇用職員の雇用と、報酬・謝
金に係る手続きについて説明します。 

6章 巻末資料 研究費執行に関わる関連資料を掲載しています。 
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本書の表記について 

表記 概要 

 手続きを実行する上でトラブルや不具合が発生しないように、必ず守っ
てほしいこと、注意すべきことを記載しています。 

 手続きを間違いなく、あるいは効率的に実行する上で、念頭に置くべき
要点となる内容を記載しています。 

 参考となる情報、あるいは手順に直接関わる内容ではないが、手続きを
実行する上で知っておくとよい内容について記載しています。 

 特定の場面やタイミングで「こんなときはどうする？」という、よくあ
る例外事項について記載しています。 

1  
手続きの手順を記載しています。 

《   》 画面の名称を記載するときに使用しています。 
［   ］ 画面や書類上の項目などの表示、キーボードのキーを記載するときに使

用しています。 
「   」 書類名、入力例、メッセージ、語句の強調、本書内での参照先を記載す

るときに使用しています。 
『   』 本書以外のマニュアルを参照するときのマニュアル名の記載で使用し

ています。 
 本文の説明に関する参照先を記載しています。 

   本大学の URLを記載しています。 
   本大学以外の URLを記載しています。 

 

ポイント 

注意 

参考 

こんなときは？ 
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1章 はじめに 

1.1 研究費の適正な執行について 

研究費を使用する研究者の心得 

立命館大学 学長 
最高管理責任者 

仲谷 善雄 

本大学では「立命館大学研究倫理指針」において、研究者の責務および行動規範として研究費の適
正な執行に関して次のように定めています。研究活動に携わるすべての研究者は、このことを常に
深く認識し、適正かつ効果的な研究費の使用に努めることが求められます。 

① 研究者は、研究費の資金源泉が、学生納付金、国・地方公共団体等からの補助金、財団等
からの助成金、企業等からの寄付金等によって賄われていることを常に認識し、研究費の
適正な執行に努める。 

② 研究者は、交付された研究費を当該研究目的のみに使用する。 
③ 研究者は、研究費の執行にあたっては、関係法令、本大学の経理規程および当該研究費の

執行基準等を遵守する。 

研究者は研究費の負担者である学生や父母あるいは国民、財団、企業等に対して、研究費の使途に
関する説明責任を負っています。とりわけ、研究費の執行については、丁寧な説明を付すなどして
説明責任が果たされる水準であることに常に留意し、適正な執行に努めることが求められています。 

2021 年 2 月、文部科学省の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基
準）」が改正され、「ガバナンスの強化」「意識改革」「不正防止システムの強化」を 3本柱とし、
不正使用防止対策の徹底を各大学に求めています。本大学では、研究費不正を防止することが研究
者を守り、次世代研究大学実現の基盤になるものであると認識しています。 

「大学の教授等が支給を受ける研究費等に対する所得税の取扱について」国税庁長官通達（昭和 33 
年 8 月 20 日 国税庁 直所 2-59）において、大学における研究費は、大学が直接支出すべきもの
で、研究題目のために必要な支出は給与所得とはしないことが示されています。つまり、特定の研
究題目の研究計画とは関係のない支出や教育活動に研究費を充当すると給与所得として課税対象に
なる恐れがあり、そうした疑念を生じさせないためにも交付された研究費を当該研究目的のみに使
用することが重要です。 

こうした社会的な責任に対応するために、研究費の執行に関連する本大学の諸規程やルール等を踏
まえ、研究者にとって必要な執行手続きを中心に編集したものが「研究費執行ガイドブック」です。 

研究者が研究費の執行に係る知識や認識を深めていただき、同倫理指針で示す重要性に鑑みて、安
心して研究活動をおこなうためにも本ガイドブックを活用し、研究費の適正な執行に努めていただ
きますようお願い申し上げます。 

また、昨今社会的問題として後を絶たない研究不正に関して、研究者としてわきまえるべき基本的
な事項、本大学の取り組みについて、本章に記載しています。これらの内容についても、本大学の
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全ての研究者が遵守し、日々の研究活動を適正かつ円滑に遂行されることをお願いいたします。 

1.2 研究費執行ガイドブックの発行にあたって 
立命館大学 副学長（研究担当） 

統括管理責任者 
徳田 昭雄 

立命館大学では、文部科学省が定めた「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン
（実施基準）」に基づき、公的研究費の適正な運営と管理を推進してきました。「立命館大学におけ
る公的研究費の管理に関する規程」に基づき、公的研究費の不正使用を防止し、より適正な執行を
確保する取り組みの充実を図っています。残念ながら、過去には本大学で研究費の不正使用が発生
した事案があり、苦い教訓から研究費の適正執行について真摯に取り組みを進めています。「研究
費執行ガイドブック」はその取り組みの一環として、研究費執行ルールの明確化と周知、また本大
学関係者の意識向上を目的として、毎年度発行しています。 

公的研究費の執行に関わる研究者の責任として、「研究費の使途に関する説明責任を果たすこと」
また、「交付された研究費の使い道への理解を深めること」については、先に学長が述べたとおり
です。社会の変化とともに公的研究費に関わるルールも変化し、不正使用の事例も変化が見られま
す。本ガイドブックや、本大学が提供する公的研究費に関わるコンプライアンス教育の受講等を通
じて、研究費執行に関わる認識を深めていただき、研究費の適正な執行に努めていただきますよう、
お願い申し上げます。 

1.3 研究費の適正執行に向けて 

1.3.1 立命館大学における研究費の不正使用防止に関する基本事項  

本大学では、文部科学省「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」
に基づき、公的研究費の適切な管理を推進しています。 

以下のとおり、本大学における公的研究費の不正使用を防止し、より適正な執行を確保する取り組
みの充実を図ります。 

(1) 機関内の責任体系の明確化  

公的研究費の運営・管理を適切に行うため、機関内の運営・管理に関わる責任体制を明確に定め、
これを公表します。 

また、公的研究費の運営・管理を適正に行うため、最高管理責任者を学長とし、統括管理責任者、事
務管理責任者、コンプライアンス推進責任者、コンプライアンス推進副責任者をそれぞれ置きます。 
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(2) 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備  

1. コンプライアンス教育・啓発活動の実施 

公的研究費の受領・使用にあたっての責務・心構え、公的研究費の使用ルール、事務手続き、不正
使用防止の取り組み等について、コンプライアンス教育や啓発活動を通じて学内に周知します。 

2. ルールの明確化・統一化 

研究費の適正な運用のため、規程等を制定し、公的研究費の不正使用防止に対するルールづくりを
行います。 

3. 職務権限の明確化 

競争的研究費等の事務処理に関する構成員の権限と責任を定め、理解の共有を図ります。 

4. 告発等の取扱い、調査及び懲戒に関する規程の制定 

研究費の不正使用に係る調査ならびに懲戒について、規程を定め、明確化かつ透明化を図ります。
また、公的研究費の不正使用に関する学内外からの通報の窓口を設置します。 

(3) 不正使用を発生させる要因の把握と不正使用防止計画の策定・実施  

不正使用を発生させる要因を把握し、不正使用防止計画を年度ごとに策定・実施・公開します。 

(4) 研究費の適正な運営・管理活動  

不正使用防止計画を踏まえ、適正な予算執行を行います。研究費の執行は、毎年度発行される公的
研究費の執行に関する学内のルールを定めた研究費執行ガイドブックに則り行います。 

(5) 情報発信・共有化の推進  

公的研究費にかかる本大学内外からの相談に対応するため、相談窓口を置きます。また、公的研究
費の不正使用への取組に関する本大学の方針等について、学内で周知するとともに、外部に公開し
ます。 

(6) モニタリングの在り方  

研究費の適正な管理のため、本大学全体の視点から、不正使用防止計画推進部署は証憑点検、業務
監査室は内部監査を毎年度実施します。 
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1.3.2 立命館大学研究倫理指針  

本大学では、2006 年の日本学術会議「科学者の行動規範」の策定や、科学技術・学術審議会「研
究活動の不正行為への対応のガイドライン」の策定等を受け、研究の理念や研究活動の基本的姿勢、
研究活動に携わる者が等しく認識すべき倫理や基本的責務などを明確化した「立命館大学研究倫理
指針」を制定しています（2007 年 3 月 15 日常任理事会）。本大学は、この「研究倫理指針」に
もとづき研究活動を推進しています。 

2007年 3月 15日 
例規第 154号 

人文・社会・自然の諸科学の研究は、先端化、高度化、多様化などが進展する歴史とともに歩んで
きた。伝統的な学問領域における真理の探究のみならず、領域の融合や新たな領域の創造が絶え間
なく繰り広げられている。立命館大学は、諸科学がおかれた激動の環境の中で、大学の学術研究に
おける従来の慣行や仕組みに固執することなく、真理を探究し、文化を創造、伝承し、人類の福祉
と社会の進歩に貢献するという、学問研究に内在する使命を果たしていくことを宣言する。 

大学における研究は、学問的良心にもとづき自由に行われる活動であるが、そのような研究の自由
を保証し、本大学および本大学の研究者が自律的に社会への責任を果たしていく上で、倫理観を共
有することは極めて重要であり、研究の対象となる個人や組織、そして研究者自身をも、研究プロ
セスにおける侵害行為などから保護する観点と具体的な仕組みが不可欠となる。 

本大学の学術研究が適正かつ円滑に遂行され、持続的に社会からの信頼を得ることを目的とし、本
大学において研究に携わる者が常に自覚し、遵守すべき規範として研究倫理指針を定める。 

(1) 立命館大学の学術研究  

① 本大学は、人類の未来を切り拓くために、学問研究の自由にもとづき真理の探求と人類的諸課
題の解明に邁進し、教育・研究機関として世界と日本の平和的・民主的・持続的発展に貢献す
る。 

② 本大学は、個々の研究者の自由で独創的な知的関心にもとづく基盤的な研究実践と、大学とし
て重点を置く政策的重点研究をともに重視し、特色ある世界水準の研究拠点形成に取り組む。 

③ 本大学は、研究活動の国際化、研究成果の国内外への発信を推進するとともに、海外の研究機
関等との連携に努め、学術研究の国際的拠点となることを目指す。 

④ 本大学は、研究活動を通じて、人類の福祉と社会の進歩、世界の平和、ならびに地域社会に貢
献するように努める。 

⑤ 本大学は、研究と教育の融合した機能を高め、正義と倫理をもった地球市民として活躍できる
人間の育成に努める。 

⑥ 本大学は、海外の個人や組織、国・地方公共団体、民間企業、市民社会組織等の機関との連携
に努め、研究教育の交流を積極的に推進する。学外交流にあたっては、立命館大学学外交流倫
理基準および立命館大学利益相反マネジメント・ポリシーを遵守する。 

  



 研究費執行ガイドブック（研究者版） 
立命館大学 研究部 1章 はじめに 

© Ritsumeikan Univ. All Rights Reserved 11 2024年 04月 01日 第 1.0版 

(2) 研究者の責務および行動規範  

「研究者」は、本大学において研究に携わる教職員、本大学で研究活動に従事する学部・大学院学生
および客員協力研究員等を総称する。 

（1）基本的事項 

① 研究者は、学術研究が社会からの信頼と負託の上に成り立っていることを自覚し、良心と信念
に従って、誠実に行動する。 

② 研究者は、当該研究において人間の尊厳と基本的人権を尊重し、社会の理解を得られるように
努める。 

③ 研究者は、国際的に認められた規範、規約および条約等、国内の法令、指針等および本大学の
諸規程を遵守する。 

④ 研究者は、自らの専門知識や能力の維持向上に努め、常に一段高い水準を目指して研鑚する。 

⑤ 研究者は、異なる分野の専門研究を尊重するとともに、他の国・地域等の研究活動における文
化、慣習、価値観等の理解に努める。また、共同研究者が相互に独立した対等の研究者である
ことを理解し、お互いの学問的立場を尊重する。 

⑥ 研究者は、学部・大学院学生が研究活動に加わる場合、学生が不利益を被らないように配慮す
る。 

⑦ 研究者は、協働して研究に従事する人々の安全や環境に対して、責任ある取り組みを行う。「障
害」や性別、国籍などによる差別やハラスメントの無い良好な人間関係を築くよう努める。ハ
ラスメントに関する事項は、別に定めるガイドラインにもとづき対応する。 

⑧ 研究者は、学外機関との研究交流にあたり、立命館大学学外交流倫理基準に則り、自主・民主・
公開・平和利用の 4つの原則にもとづき行動する。 

⑨ 研究者は、自らの研究、審査、評価、判断などにおいて、利益相反に十分な注意を払い、公共
性に配慮しつつ適切に対応する。 

⑩ 研究者は、研究活動の過程において、本指針の趣旨に則り誠実に行動する。不正な行為は行わ
ず、また加担しない。 

（2）研究課題・計画の立案 

① 研究者は、可能な限り明瞭な形で提示できる研究課題・計画を立案する。 

② 研究者は、研究課題・計画の立案にあたっては、過去に行われた研究業績等を十分把握した上
で、研究の独創性や新規性を誠実に確認する。 

③ 研究者は、研究遂行中において、その進捗状況の自己点検を行い、適切な経過報告ができるよ
うに努める。 

④ 研究者は、研究遂行中であっても、当該研究が人間、社会および環境に好ましくない影響を及
ぼす可能性が生じた場合は、その研究を継続するか否かを慎重に検討する。 
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（3）インフォームド・コンセント 

① 研究者は、研究の対象や研究協力者に対しては法令や指針等関係規則を遵守し、これを保護す
る。 

② 研究者が、人の行動、思想信条、財産状況、環境、心身等に関する個人の情報・データの提供
を受けて研究を行う場合は、提供者に対して当該研究の目的・意義、収集方法等について丁寧
な説明を行い、提供者の同意を得るものとする。 

③ 研究者は、予見し得る提供者への危険性を可能な限り排除するよう努める。 

④ 研究者が組織、団体等からの情報・データの提供を受ける場合についても同様とする。 

（4）資料・データ等の収集および管理 

① 研究者は、当該研究に関わる資料・データ等の収集にあたっては、科学的かつ一般的に妥当と
考えられる方法、手段により行う。 

② 研究者は、当該研究のために収集または作成した資料・データ等の関連する研究記録は適切に
保管し、事後の検証が行えるよう必要な期間保存するものとする。 

（5）個人情報の保護 

① 研究者は、個人情報の重要性を認識するとともに、個人情報が個人の人格尊重の理念の下に慎
重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取り扱いについて必要な措置を講じ
る。 

② 研究者は、当該研究に関わって収集した資料・データ等の管理に万全を期すとともに、研究遂
行上知り得た個人情報を本人の同意なしに他に漏らさない。 

③ 研究者は、個人情報の取り扱いに関する苦情等には誠実に対応する。 

（6）研究機器・薬品等の安全管理 

① 研究者は、研究実験において研究装置・機器および薬品・材料等を用いるときには、関係法令、
本大学諸規程等を遵守し、その安全管理に努める。 

② 研究者は、研究実験の過程で生じた残渣物、廃棄物および使用済みの薬品・材料等について、
責任を持ってその最終処理を行う。 

（7）研究費の適正な執行 

① 研究者は、研究費の資金源泉が、学生納付金、国・地方公共団体等からの補助金、財団等から
の助成金、企業等からの寄付金等によって賄われていることを常に認識し、研究費の適正な執
行に努める。 

② 研究者は、交付された研究費を当該研究目的のみに使用する。 

③ 研究者は、研究費の執行にあたっては、関係法令、本大学の経理規程および当該研究費の執行
基準等を遵守する。 

  



 研究費執行ガイドブック（研究者版） 
立命館大学 研究部 1章 はじめに 

© Ritsumeikan Univ. All Rights Reserved 13 2024年 04月 01日 第 1.0版 

（8）研究成果の発信 

① 研究者は、関係者の権利保護や産業財産権の取得等合理的な理由があるため公表に制約がある
場合を除き、すべての研究成果を、正しく社会に報告・還元する権利と義務を有する。 

② 研究者は、研究成果の発表にあたっては、先行研究を精査し尊重するとともに、他者の知的財
産を侵害しない。 

③ 研究者は、研究の遂行および成果の発表においては、捏造（存在しないデータの作成）、改ざ
ん（データの変造、偽造）、盗用（他人のアイデア、データや研究成果を適切な引用なしで使
用）等の不正な行為はしない。 

④ 研究者は、研究成果の発表にあたり、当該研究活動に実質的に関与し、研究内容・結果に責任
を有する者を著者とする。 

（9）他者の業績評価 

① 研究者が、審査委員等の委嘱を受けて他者の業績評価に関わるときは、評価に恣意的な観点を
混入することなく、評価基準や審査要綱等に従って適切な評価を行う。 

② 研究者は、他者の業績評価に関わり知り得た情報を他に漏らしたり、不正に利用しない。 

(3) 立命館大学の責務  

（1）研究環境の整備と倫理教育 

① 本大学は、すべての研究者が十分に能力を発揮できるよう研究環境を整え、研究者の成長と、
適性に応じた力量形成に配慮する。 

② 本大学は、研究者の研究倫理意識の高揚を図るため、必要な啓発および倫理教育を実施する。 

③ 本大学は、研究者が研究倫理指針を遵守して誠実に行動するよう周知する。 

④ 本大学は、研究の実施、研究費の執行にあたっては、関係法令や本大学の規程等を遵守するよ
う周知徹底するとともに、不正行為が起こらないよう必要な措置を講じる。 

⑤ 本大学は、研究者が、利益相反あるいは研究活動に対する不当と思われる侵害など、紛争的な
事象が生じた場合は、その解決にむけて必要な措置を講じる。 

（2）研究倫理委員会の設置 

① 本大学は、本指針の適正な運用を促進するとともに、研究者の研究倫理に反する行為、不当ま
たは不公正な扱いを受けた者からの相談、あるいは研究者自身が直面する侵害行為などについ
て対応するため、立命館大学研究倫理委員会を設置する。 

② 立命館大学研究倫理委員会（以下「委員会」という。）に関する事項は、立命館大学研究倫理
委員会規程に定める。 
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（3）研究倫理指針に反する行為等への対応 

① 研究者に本指針に反する行為等が発見された場合、学長は事実関係を調査し、事実が確認され
たときは必要な措置を行う。ただし、学長が必要と判断したときは、立命館大学研究倫理委員
会規程の定めにより調査委員会を設置して調査を行う。 

② 本大学は、研究活動における不正行為等に関する通報があった場合は、学校法人立命館通報取
扱規程にもとづき対応する。 

③ 公的研究費の管理および監査に関する必要な事項は、立命館大学における公的研究費の管理に
関する規程による。 

④ 研究活動における捏造、改ざんまたは盗用への対応に関する必要な事項は、立命館大学研究活
動不正行為防止規程による。 

以上 

 

附 則（2010年 11月 10日学校法人立命館通報処理規程の制定等に伴う一部改正） 

この指針は、2010年 11月 10日から施行する。 

附 則（2015年 3月 25日立命館大学における公的研究費の管理に関する規程の制定等に伴う一部
改正） 

この指針は、2015年 4月 1日から施行する。 

附 則（2018年 9月 5日学校法人立命館通報処理規程の全部改正に伴う一部改正） 

この指針は、2018年 10月 1日から施行する。 

1.3.3 研究不正防止への取り組み  

(1) 研究不正とは  

研究費の執行に係る研究不正とは、故意または重大な過失に起因する不正使用です。不正使用の主
な事例は次の通りですが、単純な経理ミスやルール等を理解できていなかったことに起因する不適
切な使用であっても認められるものではありません。 

☒ 預け金 
業者に架空取引を指示するなどして、虚偽の請求書等を作成させることにより大学から研
究費を支出させ、その金銭を業者に管理させる 

☒ プール金（カラ出張、カラ謝金） 
出張申請や出勤簿の改ざん等により旅費や謝金等を不正に請求するなどして、その金銭を
研究室や研究者が管理する 
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☒ 書類の書換え（差換え、品替え、品転） 
業者に虚偽の請求書等を作成させることにより、大学から研究費を支出させ実際には契約
した物品とは異なる物品に差換えて納入させる 

☒ 目的外使用 
研究以外の目的（私的含む）で研究費を使用する、使途に制限のある研究費を他の研究課
題の目的に使用する 

☒ 還流行為 
学生等に旅費や人件費・謝金を一旦支払った後に、本人から同意を得て全部または一部を
回収し研究室等の予算として流用したり、私的に流用したりする 

☒ 二重請求 
他の機関から旅費の支給を受けていたにも関わらず重複して旅費を請求する、Web 上で
発行できる領収書を再発行して複数の予算で重複して請求する 

☒ 期ずれ 
物品が納入された年度とは異なる年度の予算で執行する（科学研究費助成事業（以下、科
研費という）の基金分等の複数年度にまたがる執行が認められている予算は除く） 

 

次のような行為も研究不正として禁じられています。 

☒ 不正受給 
別の研究者の名義で研究費を応募したり、応募書類に虚偽の申請をしたりするなど、偽っ
て不正な手段により研究費を受給する 

☒ 不正行為 
発表された研究成果において示されたデータ、情報、調査結果等の故意によるまたは研究
者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる捏造、改ざん、盗用
をする 

(2) ガイドライン対応  

文部科学省は 2014年 2月 18日に「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実
施基準）（2007年 2月 15日文部科学大臣決定）」を改正し、同年 8 月に「研究活動における不
正行為への対応等に関するガイドライン（2014 年 8 月 26 日文部科学大臣決定）」を策定しまし
た。2021年 2月 1日にも改正を行い、不正防止対策として「ガバナンスの強化」「意識改革」「不
正防止システムの強化」を 3本柱と位置づけ、ガイドラインの記述の具体化・明確化を図るよう各
研究機関に要請しています。 
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研究不正に対しては研究者個人のみならず、研究機関も責任を持ってその防止に関わることにより、
研究不正が起こりにくい環境づくりの必要性が示され、組織としての責任体制の確立による管理責
任の明確化、研究不正を未然に防止する取組み等の推進が要請されました。本大学では、両ガイド
ラインにおける各要請事項への対応内容を常任理事会（2014年 12月 24日）にて議決し、必要な
策を講じています。 

(3) コンプライアンス教育  

本大学に在籍する研究者に広くコンプライアンス教育の受講を要請しています。特に、科研費をは
じめとする公的研究費を受給・新規応募する研究者は、コンプライアンス教育を受講し、理解度
チェックを行った上で、誓約書を必ず提出する必要があります。誓約書の提出がない場合は、本大
学において、公的研究費の受給・新規応募は認められません。 

 新任の研究者は、前任校で同様のコンプライアンス教育を受講し、前任校に対して誓約書等を
提出していた場合であっても、コンプライアンス教育を受講の上、誓約書の提出が必要です。 

 本大学では公的研究費の不正使用防止と適正な執行を確保するための取り組みの一環として
コンプライアンス教育受講および誓約書の提出について、5年度ごとの大学が定める年度に受
講と誓約書の提出を求めることとしています。 

 
 

公的研究費 
 科研費 
 文部科学省等の公的資金配分機関が配分する競争的研究費 
 政府機関、独立行政法人、地方公共団体、特殊法人等が配分する研究費 
 文部科学省等からの通知または、配分機関が示すルールで「改正ガイドラインに準じ、適切な管理・監査

をおこなうこと」とされた補助金等 

 

受講方法 

① コンプライアンス教育（動画）の受講 

研究部 HP（研究費適正執行→コンプライアンス教育）にアクセスし、コンプライアンス教育（動画
視聴）を受講してください。 

② 公的研究費に関する理解度チェックおよび誓約書の提出 

同ページに掲載されている SmartDB にアクセスし、理解度チェックを受講の上、誓約書を提出し
てください（SmartDBの利用には RAINBOW IDおよびパスワードが必要です）。 

 

※ SmartDBにアクセスできない方については、書面での提出を受け付けています。 
同ページから「理解度チェック・誓約書」の書面をダウンロードし、リサーチオフィスまたは
研究企画課までご提出ください。  

参考 
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(4) 研究倫理教育  

本大学に在籍するすべての研究者は、研究を行うにあたり、日本学術振興会が提供する研究倫理 e
ラーニングコース［eL CoRE］※1を受講することが必要です。その上で、受講後に入手できる「修
了証書」を SmartDB※2にて提出していただく必要があります。 

新任の研究者は、前任校で同様の研究倫理教育を受講していた場合（例：前年度までの eL CoRE受
講や eAPRIN等他の倫理教育教材での受講）であっても、改めて eL CoREを受講受講の上、「修
了証書」の提出が必要です。 

なお、本大学は研究者に対して、研究倫理教育を 5年度毎の大学が定める年度に受講することを義
務付けています。ただし、今後、文部科学省等の方針変更等により受講間隔や教育内容等の大幅な
変更が生じる場合は、この限りではありません。 

 
研究倫理教育プログラム 研究倫理 e ラーニングコース［eL CoRE］ 

受講方法 
研究倫理 e ラーニングコースの Web サイト※3 にアクセスし、
「新規登録（個人）」を選択の上、受講用の ID・PW を取得して
ください（科研費申請用の ID・PWではありません）。 

提出書類 「修了証書」※2 
 

※1 eL CoRE は日本学術振興会作製の研究倫理教育教材「科学の健全な発展のために－誠実な科
学者の心得－」（  https://www.jsps.go.jp/j-kousei/data/rinri.pdf）を基に作成されてい
ます。より詳しい内容を含みますので、こちらも精読いただくことをお勧めします。 

※2  https://sdb.ritsumei.ac.jp/hibiki/BRDDocument.do?func=insert&binderId=10274 

※3  https://elcore.jsps.go.jp/top.aspx 

 

https://www.jsps.go.jp/j-kousei/data/rinri.pdf
https://sdb.ritsumei.ac.jp/hibiki/BRDDocument.do?func=insert&binderId=10274
https://elcore.jsps.go.jp/top.aspx
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2章 研究費の取扱い 

2.1 昨年度からの主な変更点 
 学内研究者の研究費執行に係る手続きの全般について、BCM（Budget Cycle Management 

System）による手続きに変更いたします。それに伴って各種手続きは、研究者の職種等によ
り「BCM による手続き」と「BCM を使用しない手続き」の 2 通りに分かれます。詳細は、
P.22の「2.6 研究費執行の手続」をご確認ください。 

 

 2023 年 10 月 1 日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されま
した。インボイス制度とは、『消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、適格請求書の
交付を受けること』が原則となる制度です。インボイス制度に対応し、学園が適切に消費税の
納税を行うことができるようご理解・ご協力のほどお願いいたします。 
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2.2 主な研究費の種類 

(1) 競争的研究費制度  

最新の競争的研究費制度については、内閣府 HPをご確認ください。 

 https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/ 

なお、競争的資金制度の間接経費については、1/2 を研究環境整備費とし、競争的資金を獲得した
研究者の研究環境改善を目的に執行しています。 

(2) 学内研究助成  

本大学では、研究力強化や研究成果発信、研究拠点形成等を目的とした学内研究助成制度がありま
す。最新の制度については研究部 HP（研究助成）をご確認ください。 

2.3 諸手続きの連絡先 
研究費の管理や執行の諸手続きは、本大学における諸規程やルールに基づき行われます。本大学で
は、リサーチオフィスが研究費の管理（機関管理）をします。オンラインによる手続き以外の諸手
続きは、リサーチオフィスの窓口を通じて行ってください。また、手続きに関するご相談、ご不明
な点があればお気軽にお問い合わせください。 

リサーチオフィス 連絡先 
【衣笠・朱雀キャンパス所属】 
衣笠リサーチオフィス 

〒603-8577 京都市北区等持院北町 56-1 
修学館 1階、2階 

【びわこ・くさつキャンパス所属】 
BKCリサーチオフィス 

〒525-8577 滋賀県草津市野路東 1丁目 1-1 
［自然科学系］防災システムリサーチセンター3階 
［人文社会科学系］アクロスウィング 5階 

【大阪いばらきキャンパス所属】 
OICリサーチオフィス 

〒567-8570 大阪府茨木市岩倉町 2-150 
A棟 8階 Co-Lab. 

【科学研究費・個人研究費・政府系公的資金】 
BKCリサーチオフィス内 
研究費経理事務センター 

〒525-8577 滋賀県草津市野路東 1丁目 1-1 
防災システムリサーチセンター3階 

 

 

 

  

https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/
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2.4 研究費で執行できる経費 
研究費は当該の研究課題や制度・事業の趣旨・ルールに合致する範囲内で、研究遂行上必要なもの
であれば、執行することができます。 

以下は、科研費の使用ルールで示されている直接経費で使用できる費目とその例示です。各費目の
執行手続きは以下一覧の該当ページをご覧ください。 

費目 例示 執行手続き ページ 
物品費・業務
委託等の経
費 

 物品費（物品を購入するための経費） 
 その他（業務委託等の経費） 

 研究を遂行するための経費（例：印刷費、
複写費、現像・焼付費、通信費（切手、電
話等）） 

 運搬費 
 研究実施場所借り上げ費（研究機関の施

設において補助事業の遂行が困難な場合
に限る） 

 会議費（会場借料、食事（アルコール類を
除く）費用等） 

 リース・レンタル費用（コンピュータ、自
動車、実験機器・器具等） 

 機器修理費用 
 旅費以外の交通費 
 研究成果発表費用（学会誌投稿料、ホーム

ページ作成費用、研究成果広報用パンフ
レット作成費用、一般市民を対象とした
研究成果広報活動費用等） 

 実験廃棄物処理費 等 

3章 物品費・業務
委託等の経費 

P.24 

旅費 研究者、研究に協力する者における国内・海外出張
（資料収集、各種調査、研究の打ち合わせ、研究の成
果発表）のための経費（交通費、日当、宿泊費） 

4章 旅費 P.68 

人件費・謝金  資料整理や実験補助、研究活動遂行のために必
要な業務に伴う人件費 

 講演・専門的知識の提供、翻訳・校閲、アンケー
ト協力、国内外に所属する研究者への謝金のた
めの経費 

5章 人件費・謝金 P.82 

 
 

各府省庁やその関係法人の公募事業等、大学の諸規程やルールによっては、使用が認められない費目や例示があっ
たり、会計処理をする費目の取扱いが科研費とは異なる場合があります。特に、公的研究費等の学外資金について
は当該研究費の経理取扱要領やマニュアル等を確認の上、必要な執行手続きを取るようにしてください。 
執行の可否について判断に迷う場合は、必ず予算担当者までご相談ください。 

 

注意 
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2.5 研究費で執行できない経費 
研究目的以外のものや、研究に直接関連性のないものには執行できません。また、年度を越える経
費の執行は原則できません。年度内に使用する物品は、当該年度の予算で発注、納品、支払いまで
完了してください。 
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2.6 研究費執行の手続方法 

(1) 手続方法の種類  

研究者の職種等によって、「研究予算管理システム（Budget Cycle Management System）」（以
下、「BCM」）による手続きが可能である場合と、BCMによる手続きができない場合があることか
ら、研究費執行に係る手続きには、「BCMによる手続き」と「BCMを使用しない手続き」の 2通
りの方法があります。 

「BCM による手続き」では、申請から事務局承認、検収時のチェック・回付までをシステム上で手
続きをすることができます。「BCMを使用しない手続き」では、必要書類を電子データとして作成
し、電子メールで提出します。 

 

BCMを使用しない手続き（電子メールまたは紙の書類での手続き） 

Excel 等のデータを電子メールで送信、あるいは紙の書類（様式）を提出することで、申請手続き
を行います。 

 

BCMによる手続き 

Webからの電子申請を行います。 

 

BCMについては『研究予算管理システムかんたんガイド（研究者版）』を参照してください。 

BCMを使用しない手続き 

BCMを使用する手続き 
研究費執行の手続き 

※ 研究者の職位等により異なります。 
詳細は、P.23の「(2) 職種等による
手続きの違い」を参照してください。 

申請 事務局の手続き 納品・検収 

内容チェック 

支払 

入力 点検 承認 

電子メール 

検収印押印 

事務局による検収を受け 
証憑書類を窓口へ提出 

手 
続 
き 

申請 事務局の手続き 

BCMで申請手続き 
電子データの添付 

納品・検収 

承認 点検 入力 

事務局による検収を受け 
BCM内でチェック・回付 

手 
続 
き 

紙の書類 
申請書類（紙）を作成し、 
窓口へ提出 

事務局による検収を受け 
証憑書類を電子メールで提出 

申請書類（電子データ）を 
電子メールに添付して提出 

電子申請 

OR 

OR 

BCM使用 

支払 
入力 

検収印 
押印 
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本ガイドブックにおいて、研究者によって手続きが異なる場合は、「BCMによる手続き」「BCM
を使用しない手続き」などと分けて記載しておりますので、該当する記載を参照して手続きを行っ
てください。 

 

(2) 職種等による手続きの違い  

前述の通り、研究費の申請等の手続方法は、「BCMによる手続き」と「BCMを使用しない手続き」
の 2通りになりますが、それぞれの手続きを行う研究者は以下のようになります。 

「BCMによる手続き」を行う研究者 

BCM による手続きを行う研究者は、下表における「本学専任教職員等」の職位が対象となります。
また、対象の職位でなくても、研究費の代表者であれば BCM によって手続きを行える設定にして
おります。 

職位等 諸手続き 

本学専任教職員等 

専任教員（雇用期間の定めなし）、任期制教員、
特別契約教員、特別任用教員、特命教授、特別招
聘教員、特別招聘研究教員、研究教員、嘱託講
師、特任助教、助手 

手続きがBCMに変更と
なります。 
※ 一部例外の手続き

があります。 
専門研究員、研究員、日本学術振興特別研究員
（PD、DC等）、NEXT学生フェロー、RARA学
生フェロー 

本大学以外が 
本務機関の方 

非常勤講師、授業担当講師、客員教員、客員研究
教員、招聘研究教員、特別招聘教員（兼務【2012
年度以前から継続の方】）、補助研究員、リサー
チアシスタント、教学リサーチアシスタント、非
常勤職員 

リサーチオフィスの窓
口を通して手続きを行
います。 

学外者 

訪問教員、客員協力研究員（特別研究フェロー、
上席研究員、客員研究員、プロジェクト研究員）、
時間雇用職員、本大学の学部生・院生・研修生・
研究生、他大学の学部生・院生、その他学外者 

「BCMを使用しない手続き」を行う研究者 

「BCM を使用しない手続き」は、上記の表における「本大学以外が本務機関の方」「学外者」が対
象となります。ただし前述の通り、研究費の代表者となっている場合は「BCMによる手続き」の対
象者となります。 
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3章 物品費・業務委託等の経費 

3.1 手続きの概要 
契約の専決決裁権限について、研究費および実験実習費など、教育研究活動において大学教員自身
が実質的に予算執行の責任を有している予算に限り、文具や試薬といった消耗品の購入など、即時
性の高い 1件 10万円未満の契約を行う場合、教員自らが直接発注（購入）することができます。 

また、物品の購入および業者への業務委託等において、1件/1組の価格が 10万円以上のものにつ
いては、研究者自らが発注することはできず、事務局からの発注となります。 

※ 本章に記載された金額は、すべて消費税込の金額になります。 
 

見積額（1件/1組） 発注可能者 手続きの流れ 

10万円未満 研究者 
P.26 の「3.2 研究者による直接発
注の場合」を参照 

10万円以上 
事務局（金額に応じてリサーチ
オフィスまたは財務部契約課） 

P.33 の「3.3 事務局による発注の
場合」を参照 

 
 

同時発注（購入）について 
同時に複数の物品等を購入する場合、その総額を 1件/1組とみなします。発注書、納品書、請求書等が複数に分
かれていても、実質的に同時に購入したと判断される場合（以下事例）は 1 件の発注とみなし、その総額が 10
万円以上の場合は、事務局による発注が必要です。 
 発注総額が 10万円以上となる複数の PC関連商品（プリンターと専用トナー）を発注するケース 
 1 回の発注金額は 10 万円未満であるが、研究計画上あらかじめ 1 か月間継続して実験用薬品を定期・不

定期に使用することが見込まれ、総額が 10万円以上となることがわかっているケース 
 書籍等で 1組/1式が 10万円以上のケース（複数巻発行の書籍を合計 10万円以上購入する場合等） 

 

例外的に 1件/1組の価格が 10万円以上でも研究者発注ができる場合 

 公共交通機関を利用する交通費（例：航空運賃など） 

 発注先が指定されている場合（例：学会等の参加費/年会費、論文掲載料/抜刷料、負担金など） 

 価格比較が困難な場合（例：切手、はがき、収入印紙など） 

例外的に 1件 10万円未満でも事務局が発注を行う場合 

 大学からの発注書発行や契約書締結を業者から求められる場合（例：工事、リースなど） 

  

ポイント 
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個別の手続きや注意が必要なケース 

以下の手続きに該当する場合は、必ずP.59の「3.6 物品の購入および業者への業務委託等に関す
る注意事項」を確認してください。 

 業者への業務委託について、事務局による発注を行う場合 

 同一物品（例：書籍、デスクトップ PC・ノート PC・タブレット PC 等）を複数購入する場合 

 当該年度後半期（特に年度末）や研究期間最終年度において、汎用性の高い物品（例：パソコ
ン・タブレット端末、プリンター、デジタルカメラ）を購入する場合 

 当該研究との関連性を専門外の第三者に理解されにくい物品を購入する場合 

 マウス等を購入し動物実験を行う場合 

 無人航空機（ドローン等）を購入する場合 

 インターネットオークションを通じた物品購入を希望する場合 

 教員研究室等に法人が備え付けている備品、什器類を追加購入する場合 

 献本目的で自著を購入する場合 

 複数の研究費制度により共用設備を購入する場合 

 特命発注を希望する場合 

 通信費（切手、はがき、メール便等）の場合 

 学会年会費（研究者が所属する学会等の年会費）の場合 

 学会参加費の場合 

 会議費（茶菓および飲食物）の場合 
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3.2 研究者による直接発注の場合 
手続きにあたっては「発注」「検収・納品確認」「支払」「管理」のそれぞれの段階においてルー
ルが定められています。全体像と流れを理解し適切な手続きを行うようにしてください。 

3.2.1 手続きの流れ  

研究者が物品等を直接発注する場合の手続きの流れは、以下のようになります。手続きには「BCM
による手続き」と「BCMを使用しない手続き」がありますので、該当するものを参照して手続きを
行ってください（P.23の「2.6(2) 職種等による手続きの違い」）。 

 研究者より業者に直接発注を行います（業者払い）。 
BCMによる手続き⇒ 発注申請（BCM） 
BCMを使用しない⇒ 請求書 
※ 立替払いの場合、「領収書」等を後日提出し精算を行います。 
       請求書 添付書類 

検収後、納品書・請求書を執行予算の経理担当者へ提出します。 
BCMによる手続き⇒ 出金依頼（BCM） 
BCMを使用しない⇒ 納品書 
       納品書 添付書類 

■業者払い 
リサーチオフィスの予算担当者は、請求書、納品書に基づいて業者
へ支払を行います。 
       納品書・請求書 添付書類 

■立替払い 
立替払い者は、支払方法に応じて領収書等に自署または押印を行
い、事務局による検収を受けて、補足資料を添付の上、執行予算の
経理担当者へ提出します。 
BCMによる手続き⇒ 立替払（BCM） 
BCMを使用しない⇒ 領収書、添付書類 
       領収書等、添付資料 添付書類 

 （5）支払（ P.29） 

（4）納品書・請求書の提出
（P.29） 

（1）発注（P.28） 

研究者が納品確認を行い「納品書」に自署または押印します。 （3）研究者による納品 
確認（P.29） 

事務局による検収を受け、「納品書」に検収印の押印を受けます。 （2）事務局による検収
（P.28） 
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購入した物品について、それぞれ定められた適切な方法で管理を行
います。 

（6）管理（P.32） 
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3.2.2 手順  

(1) 発注  

即時性の高い 1 件 10 万円未満の契約を行う場合、研究者自らが直接発注（購入）することができ
ます。 

業者払いの場合（請求書による後払い） 

業者払いは、業者からの「請求書」「納品書」に基づいて、リサーチオフィスより業者に直接支払
うものです。研究者は以下に留意して、業者に直接発注を行います。 

 発注段階で支出予算を特定してください。支出予算特定後に他の予算への振替は原則できません。 

 研究費での物品購入は私物使用との明確な区別が必要であることから、物品への個人名の刻
印、記名したものを研究費で執行することはできません。 

 
手続き 

BCMによる手続き BCMのメニュー［【WEB購買】発注・契約］から発注手続きを行っ
てください。「納品書」「請求書」は BCM上で電子データとして添
付します。 

BCMを使用しない手続き 直接発注を行い、「納品書」「請求書」を執行予算の経理担当者に
電子メールで提出してください。 

立替払いの場合（領収書による精算） 

購入時において研究者自身が支払い、受領した「領収書」等を後日提出し、立替えた代金を大学か
らの振込により受領するものです。 

 

支払は「業者払い」が原則 
支払は、業者払い（請求書による後払い）が原則であり、研究者による立替払い（領収書による精算）は、やむを
得ない場合に限り可能とします。 

 
やむを得ず、研究者が立替払いを行い、領収書またはカード会社発行の利用明細書を保管の上、当
該年度に必要書類を添付して予算担当者に提出し、精算を行います。 

支払方法、必要書類などの詳細についてはP.29の「3.2.2(5) 支払」を参照。 

(2) 事務局による検収  

基本的には、研究者が各リサーチオフィスまたは指定の検収場所に、納品された物品と「納品書」
を持ち込んで提示し、事務局による検収を受けてください（P.38の「3.4.1 持込み検収」）。 

事務局の検収担当者は、納品された物品と「納品書」（立替払いの場合は領収書またはカード利用
明細書）の明細が正しいことを確認し、「納品書」に検収印を押印します。 

注意 
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研究費の種類によって事務局による検収対象が異なります。 

研究費 事務局による検収対象 
公的研究費 全品 
その他研究費 単価 2万円以上 

 
 

検収場所への持込みが困難な場合、他にも状況に応じた検収の方法があります。 
詳細はP.37の「3.4 事務局による検収」を参照してください。 

(3) 研究者による納品確認  

研究者（当該研究費の執行責任を有する研究者）は、発注時の内容・明細通り納品されていること
を確認し、「納品書」（立替払いの際は領収書またはカード利用明細書）に自署または押印を行い
ます。 

※ 研究費で購入するすべての物品について研究者による納品確認が必要です。 

※ 研究費での購入物品の納品場所は学内を基本としますが、研究遂行上必要な場合はキャンパス
外の納品も認めます。 

(4) 納品書・請求書の提出  

研究者は、検収印の押印された「納品書」と「請求書」を執行予算の経理担当者に提出します。 

手続き 
BCMによる手続き 事務局による検収の後、BCMのメニュー［【WEB購買】納品・検

収］から手続きを行ってください。検収印の押印された「納品書」
「請求書」を BCM上で電子データとして添付します。 

BCMを使用しない手続き 事務局による検収の後、検収印の押印された「納品書」「請求書」
を、執行予算の経理担当者に電子メールで提出してください。 

(5) 支払  

業者払いの場合（請求書による後払い） 

リサーチオフィスの予算担当者は、「請求書」「納品書」に基づいて支払手続きを行います。 

立替払いの場合（領収書による精算） 

支払は、現金、クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、電子マネー、QR コード
決済によるもの（原則、本人名義のものに限る）が認められています。金券（各種の商品券、図書
カード等）によるものは認めておりません。また、量販店やインターネット取引で支払額にご自身
のポイントを充当した場合、ポイント値引き分は精算できませんので、ご注意ください。 

ポイント 
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※ 支払は業者払い（請求書による後払い）が原則になります。立替払いはやむを得ない場合に限
りますので、ご注意ください。 

 
支払方法 提出書類 

現金 
 領収書 
 取引明細が確認できる資料（以下「補足資料」） 

クレジットカード 
またはデビットカード 

 領収書またはカード会社発行の利用明細書 
 補足資料 

プリペイドカード 
電子マネー・QRコード決済※ 

 領収書（ポイント利用は精算不可） 
 補足資料 
 利用画面データ 

※ プリペイドカード・電子マネー・QR コード決済を使用した支払いは、支払根拠資料の提示が
難しい場合があるため、可能な限りその他の支払方法をご利用ください。 

立替払い者が当該研究費の執行責任を有する研究者本人の場合、自署または押印は研究者による納
品確認を兼ねています。一方、立替払い者が当該研究費の執行責任を有しない研究者の場合、以下
の「研究費個人立替払請求書」もご提出いただき、これを研究者による納品確認として取扱います。 

必要な場合 提出書類 
立替払い者が当該研究費の執行
責任を有しない研究者の場合※1 

 研究費個人立替払請求書［研究部様式 1-4］ 

※1 科研費の連携研究者、研究協力者、他の研究機関所属の研究者、学生など 

※ インボイス制度導入に伴い、当該予算の執行責任を有する研究者が個人立替した場合において
も、次のケースにおいて、「研究費個人立替払請求書」を提出いただく運用に変更となります。 

 「領収書」が発行されない（≒領収書以外で支払完了の根拠となるものが発行される）場合
例）ATMご利用明細票、インターネットバンキング振込時の画面コピー、など 

 宛名に個人名のみが記載されている領収書 

立替精算の手続き 

「領収書」または「カード会社発行の利用明細書」に、事務局による検収を受けたら（ P.28の「(2) 
事務局による検収」）、立替払い者の自署または押印を行い（P.29の「(3) 研究者による納品確
認」）、「領収書」または「カード会社発行の利用明細書」に「補足資料」を添付の上、その都度、
執行予算の経理担当者にご提出ください。 

クレジットカードでの立替払いについて 
クレジットカードの利用明細は、インボイスとは認められないため、可能な限り、 
「学校法人立命館」（「立命館大学〇〇様（先生）」も可）宛の領収書の取得をお願いいたします。
また、従来通り、取引明細が確認できる補足資料の提出も併せて提出をお願いいたします。 
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手続き 
BCMによる手続き 事務局による検収後、BCMのメニュー［立替精算］から手続きを行っ

てください。BCM上で「領収書等」「添付資料」を電子データとし
て添付します。 

BCMを使用しない手続き 事務局による検収後、「領収書等」「添付資料」を執行予算の経理
担当者に電子メールで提出してください。 

 

 
 「領収書」の留意事項 
 Webでのみ「領収書」が発行される場合 

(1) BCMで手続きを行う場合 
画面コピーを電子データとして添付してください。 

(2) BCMを使用しない場合 
画面コピーをプリントアウトの上、予算担当者にご提出ください。 

※ 二重で精算手続きを行わないよう十分にご注意ください。 
 銀行振込による支払のため業者から「領収書」が発行されない場合 

銀行等 ATM 利用時に発行される「利用明細票（振込明細票）」、インターネットバン
キング振込時の画面コピー、銀行通帳の該当箇所のコピー等、送金内容（金額、日付、
支払先など）がわかるものを「領収書」とみなします。 

 
 「カード会社発行の利用明細書」の留意事項 
 原本ではなくコピーの提出でも差支えありません。 
 カード会社への支払回数は 1回払いのものに限ります（分割払いやリボ払い等は認められま

せん）。 
 利用するカードの名義人は、立替払い者本人のものに限ります。 
 利用明細がWeb上でしか確認できない場合（紙の「利用明細書」が送付されない場合） 

(1) BCMで手続きを行う場合 
Web明細の画面コピーを電子データとして添付してください。 

(2) BCMを使用しない場合 
Web明細をプリントアウトしてご提出ください。 

※ 二重で精算手続きを行わないようご注意ください（引落金額が確定した状態の「利用明
細書」をご用意ください）。 

 「利用明細書」に記述されている個人情報（住所、銀行口座情報等）は、黒塗りにするなどし
て消していただいても差支えありません。ただし、カード名義人の氏名、利用明細書の発行
日、カード会社名、銀行口座からの引落日、精算しようとする取引内容（購入日、相手先、
金額など）は消さないでください。 
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 「補足資料」の留意事項 
 「領収書」を提出の際、「領収書」では取引明細を確認できない場合は「補足資料」を必ず提

出してください。一方、「領収書」で取引明細が確認できる場合であっても、研究費の使用
の適切性を担保するために可能な限り「補足資料」もご提出ください。 

 「カード利用明細書」を提出の際、「カード利用明細書」では取引明細を確認できませんので
「補足資料」を必ず提出してください。 

 「補足資料」は、購入業者や決済方法などにより様々な形態が考えられます。参考例として次
のようなものが想定されます。 

 納品書、配達記録資料（宅配業者伝票、荷札、送り状等）、書籍の表紙コピーなど 
 国際会議等の参加登録や物品等購入をインターネットで決済した場合は、登録内容や注文内

容 
 

これらが確認できる PC 画面のコピーや業者から自動返信される電子メールなどをご提出く
ださい。 

 
 Amazon.co.jp（個人アカウントで立替の場合）での購入時の注意点 
到着した商品に同梱されているのが「納品書」「出荷明細書」などの場合は、「領収書」を別途ご
用意の上、「領収書」および「適格請求書」または「支払明細」、ならびに「納品書」「出荷明細
書」を予算担当者へご提出ください。ただし「領収書」は決済方法により発行方法も異なりますの
で、詳細は Amazonの HP等でご確認ください。 
クレジットカードで決済した場合、一般的に Amazonの HPから「領収書」を画面表示させる仕
様になっています。また、2回以上「領収書」を画面表示させると、再発行と表示されますので、
「領収書」は 1回目の画面表示時に確実にプリントアウトするようご注意ください。 
 
※ 外貨を日本円に換算するレート 

証憑 換算レート 
カードの利用明細書 カード会社が精算に使用したレート 
領収書＋両替時の領収書 両替時の領収書に記述されたレート 
領収書のみ 領収書日付の換算レート 

  
 

(6) 管理  

研究費での購入物品等は、事務局による管理が必要となる場合があります。 

事務局による管理のために必要な手続き等の詳細は、P.57 の「3.5 管理」を参照してください。 
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3.3 事務局による発注の場合 

3.3.1 手続きの流れ  

研究者の依頼により、物品等を事務局が発注する場合の手続きの流れは、以下のようになります。
手続きには「BCM による手続き」と「BCM を使用しない手続き」がありますので、該当するもの
を参照して手続きを行ってください（P.23の「2.6(2) 職種等による手続きの違い」）。 

 
 

 

  

研究者は、サーチオフィスに物品・業務委託等の発注依頼を行います。 
BCMによる手続き⇒ 発注申請（10万円以上）（BCM） 
BCMを使用しない⇒ 発注・契約依頼書［研究部様式 1-1］ 
       仕様書、見積書 

発注後に事務局から発注通知が送られるため、研究者は発注内容と
納期見込を確認します。 

事務局による検収を受けます（①持込み検収、②出向き検収、③納
品時検収 他）。「納品書」に検収印の押印を受けます。 

研究者は納品確認を行い、「納品書」に自署または押印の上、 
「納品書」「請求書」を執行予算の経理担当者へ提出します。 
BCMによる手続き⇒ 発注納品検収（BCM） 
BCMを使用しない⇒ 納品書・請求書 
       納品書・請求書 添付書類 

リサーチオフィスの経理担当者は、「請求書」「納品書」に基づい
て支払手続きを行います。  （5）支払（ P.36） 

（4）研究者による納品 
確認（P.36） 

（3）事務局による検収
（P.35） 

（2）発注通知・納期見込
連絡（P.35） 

購入した物品について、それぞれ定められた適切な方法で管理を行
います。 

（6）管理（P.36） 

添付書類 

（1）発注依頼（P.34） 
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3.3.2 手順  

(1) 発注依頼  

1件/1組の価格が 10万円以上の物品購入および業者への業務委託等については、研究者自らが発
注することはできず、事務局からの発注となります。 

※ 毎年度 12～1 月に事務局発注の受付期限を設定していますので、特に納期には余裕を持って
ご提出ください（詳細時期は毎年リサーチオフィスからご案内します）。 

研究者は、以下の書類を提出し、発注依頼を行います。 

提出書類 
発注・契約依頼書［研究部様式 1-1］ 
仕様書（カタログでも可） 
（可能な限り）見積書 

 

仕様書について 

「仕様書」と「見積書」は事務局が迅速かつ適正に発注・契約手続きを進めるために必要な書類です。 

「仕様書」は物品の詳細がわかる情報として次の通りとします。 

 既製品の購入 
製品仕様書や仕様が確認できるメーカーHPの画面コピー等。 

 特注品の製作 
使用目的、制作物のサイズや材料や数量、（既にある「もの」の加工等の場合）元となる具体
的な名称や型番等（型番がない場合は写真など具体的に「もの」が特定できる情報）、希望納
期、納品場所等を記載した仕様書。 

 
 

特注品（物品費）：発注者側から仕様をすべて提示して業者側が作成のみ行うもの 
外注品（外注費）：発注者側から最終の仕様条件のみを提示して業者側が作成するもの 

 

手続き 
BCMによる手続き BCMのメニュー［発注・契約申請］から手続きを行ってください。

「仕様書」「見積書」等は、BCM 上で提出書類を電子データとして
添付します。 

BCMを使用しない手続き 「発注・契約依頼書［研究部様式 1-1］」を作成し、「仕様書」「見積
書」を添付して、執行予算の経理担当者に電子メールで提出します。 

  

参考 
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(2) 発注通知・納期見込連絡  

発注依頼を受け付けたら、各リサーチオフィスの予算担当者が執行予算・残高の確認を行い、委託
先のクレオテックが発注を行います。ただし、100万円以上の案件については、財務部契約課で発
注の手続きを行います。 

 見積書を提出された場合 
事務局が価格等諸条件を検証後、学内承認を経て発注を行います。 

 見積書を提出されなかった場合 
事務局が複数業者の価格、納期、取引実績などを総合的に判断して、発注先を選定します。 

 
 

 

発注の手続きが完了したら、事務局から発注依頼を行った研究者へ「発注通知」をお送りしますの
で、発注内容と納期見込を確認してください。 

(3) 事務局による検収  

各リサーチオフィス（P.38の「3.4.1 持込み検収」）または指定の検収場所において、事務局に
よる検収を行います。 

※ 研究費での購入物品の納品場所は学内を基本としますが、研究遂行上必要な場合は、キャンパ
ス外の納品も認めます。 

事務局の検収担当者は、納品された物品と「納品書」の明細が正しいことを確認し、「納品書」に
検収印を押印します。 

 

検収場所への持込みが困難な場合など、他にも状況に応じた検収の方法があります。 
事務局による検収の詳細はP.37の「3.4 事務局による検収」を参照してください。 

 

委託 

100万円以上の案件の場合 

発注 発注 
発注通知・ 
納期見込連絡 

研究者 事務局 

リサーチオフィス 経理担当者 

業者 

財務部契約課 

執行予算・残高確認 

納期見込の確認 

発注依頼 

ポイント 

クレオテック 
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事務局が発注を行う 1件／1組が 10万円以上のケースにおいて、学内納品ができない特別な事情がある方（研
究活動上正当な理由のある方、学外研究中の方、産前産後休暇および育児・介護休業中の方）は、事前に予算担
当者にご相談ください。 

(4) 研究者による納品確認  

研究者は、発注時の内容・明細通り納品されていることを確認し、「納品書」に自署または押印を
行い、「納品書」「請求書」をその都度、執行予算の経理担当者にご提出ください。 

この場合の研究者とは当該研究費の執行責任を有する研究者を指します。 
 

 

 研究費で購入するすべての物品について研究者による納品確認が必要です。 
 業者ごとに大学からの支払期限が定められており、支払いの遅延は本大学と業者間の信頼関係を損ない、取

引停止にもなりかねませんので十分ご注意ください。 
 紛失等によりやむを得ず業者に請求書、納品書の再発行を依頼した際には、二重払いが発生しないよう取扱

いには十分ご注意ください（再発行印を押印してもらう等の対応が必要です）。 
 

手続き 
BCMによる手続き 事務局による検収の後、BCM のメニュー［納品・検収］から手続き

を行ってください。検収印の押印された「納品書」に自署または押印
し、「納品書」「請求書」を BCM上で電子データとして添付します。 

BCMを使用しない手続き 事務局による検収の後、検収印の押印された「納品書」に自署また
は押印し、「納品書」「請求書」を執行予算の経理担当者に電子メー
ルで提出します。 

(5) 支払  

リサーチオフィスの予算担当者は、「請求書」「納品書」に基づいて支払手続きを行います。 

(6) 管理  

研究費での購入物品等は、事務局による管理が必要となる場合があります。 

事務局による管理のために必要な手続き等の詳細は、P.57 の「3.5 管理」を参照してください。 

 

  

こんなときは？ 

注意 
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3.4 事務局による検収 
事務局による検収は、研究者が各キャンパスの指定場所へ納品物を持ち込んで検収を行う「持込み
検収」が基本ですが、納品物を直接持ち込むのが困難な場合など、内容や納品形態に応じた納品確
認が可能ですので、以下を参照の上、各リサーチオフィスの検収担当者にお問い合わせください。 

事務局による検収には、以下の方法があります。 

項目 検収方法・取扱い 説明 参照先 

3.4.1 持込み検収 
研究者が検収場所へ納品物等を持ち込んで
検収を行う方法です。基本的には当該方法で
事務局による検収を受けます。 

P.38 

3.4.2 出向き検収 
検収場所への持ち込みが困難な納品物など
の場合、検収担当者が直接出向いて検収を行
う方法です。 

P.39 

3.4.3 納品時検収 
立命館生活協同組合の店舗で購入品を受領
する場合、その場で「納品書」に押印します。 

P.40 

3.4.4 
デジタルコンテンツを購入し
た場合の検収 

ソフトウェア等のライセンス、電子書籍、オ
ンライン DB等のデジタルコンテンツを購入
した場合の検収方法です。 

P.40 

3.4.5 特殊な役務に関する検収 
機器類の保守・点検、デジタルコンテンツ開
発・作成、等の委託業務について、検収を行
う方法です。 

P.40 

3.4.6 
例外的な事務局による検収 
（画像による検収） 

研究遂行上、やむを得ず本大学以外で納品・
使用され、持込みが困難である等の場合、デ
ジカメ等で撮影した画像による検収を行い
ます。 

P.43 

3.4.7 
物品を消耗・滅失した場合の
取扱い 

フィールドワーク等において、現地で購入し
て使い切るなど、研究遂行上の理由により物
品を消耗・滅失した場合についての取扱いで
す。 

P.44 

3.4.8 
検収を受けることが困難な場
合について 

研究遂行上の理由により、やむを得ず事務局
による検収を受けることができなかった場
合の取扱いです。 

P.45 

3.4.9 
内容に応じた検収・確認方法 
（一覧） 

納品物の内容に応じた検収・確認方法の一覧
です。 
検収方法の判断が難しい場合にご参照くだ
さい。 

P.46 
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3.4.1 持込み検収  

納品物を指定の「検収場所」へ持参していただいて検収を行う検収方法です。 

(1) 検収の手順  
 

 

 

手順① 研究者 

研究者自らが、以下の「検収場所」へ納品された物品等と「納品書」を持ち込み、提示します。 

各キャンパス検収場所一覧 

キャンパス 検収場所 

衣笠キャンパス 

クレオテック衣笠・朱雀発注センター（修学館 1F） 
衣笠リサーチオフィス（修学館 1F） 
法学部共同研究室（修学館 5F） 
産業社会学部共同研究室（修学館 3F） 
国際関係学部共同研究室（恒心館 5F） 
アート・リサーチセンター、歴史都市防災研究所 

びわこ・くさつキャンパス 

キャノピー2F 
クレオテック事務室（滋賀管理課）（コアステーション 1F） 
生命科学部事務室（バイオリンク 2F） 
スポーツ健康科学部事務室 
（春学期：インテグレーションコア 2F 秋学期：アドセミナリオ 1F） 
BKC リサーチオフィスの各事務室 
（防災システムリサーチセンター3F、アクロスウイング 5F） 
〈薬品類検収場所〉研究環境管理課（イーストウイング 1F） 

大阪いばらきキャンパス 
OIC リサーチオフィス Co-Lab.（A棟 8F） 
H705（H棟 7F） 

朱雀キャンパス 研究企画課（中川会館 5F） 
 

土日祝日を除く平日の対応時間は、原則 9：30-11：30、12：30-17：30 です。ただし、検

収場所により個別対応時間が異なる場合がありますので、各キャンパスへご確認ください。 

  

研究者 事務局（検収担当者） 

※ 発検収後、検収印の押印された「納品書」「請
求書」等をリサーチオフィスに提出 

② 検収を行い、納品書に押印します ① 納品物・納品書等を持参 
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手順② 検収担当者 

検収担当者は、納品された物品と「納品書」の明細が正しいことを確認し、「納品書」に検収印を
押印します。 

「検収印」の印影（サンプル） 

 
 

 

有形の成果物については、抽出により、当該成果物に関する知識を有する者による事後チェックを行うことがあ
ります。また事後チェックのため、追加で資料を提出いただく場合があります。 

 

3.4.2 出向き検収  

大型装置等で研究室からの持ち運びが困難な物品や設置作業を伴う物品、取扱いがデリケートな物
品など「検収場所」への持込みが困難な場合は、各キャンパス検収担当者にご連絡ください。日時
を調整の上、検収担当者が研究室等に直接出向いて、事務局による検収を行います。 

 
 

 

手順① 研究者 

研究者は、検収担当者（以下の連絡先）に納品物を検収場所に持ち込めない旨を連絡します。 

 検収担当者連絡先 
衣笠 BKC OIC 朱雀 

クレオテック衣笠・
朱雀発注センター 

キャノピー 
クレオテック 
OIC業務課 

研究企画課 

内線：511-7108 
外線：075-465-8178 
［対応時間］平日のみ 
9：30～17：30 

内線：515-2144 
外線：077-561-2648 
［対応時間］平日のみ 
9：30～17：30 

内線：513-2038 
外線：072-665-2021 
［対応時間］平日のみ 
10：00～17：00 

内線：510-2411 
外線：075-813-8199 
［対応時間］平日のみ 
9：30～17：30 

手順② 検収担当者 

検収場所（研究室等）を確認し、出向き検収の日程調整を行います。 

注意 

研究者 事務局（検収担当者） 

※ 検収後、検収印の押印された「納品書」 
「請求書」等をリサーチオフィスに提出 

② 検収場所の確認・日程調整など ① 検収担当者へ出向き検収の依頼 

③ 出向き検収の実施（当日） 
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手順③ 検収担当者 

研究室等を訪問して、納品された物品と「納品書」の明細を照合し、「納品書」等に検収印を押印
します。 

3.4.3 納品時検収  

立命館生活協同組合の店舗で物品を購入してその場で受領する場合に、研究費からの執行である旨
を申し出れば「引渡確認印」が押印されます。また、薬品関係の納品書には研究環境管理課の「確
認印」が押印されます。 

「引渡確認印」の印影 「研究環境管理課の確認印」の印影 

  
 

3.4.4 デジタルコンテンツを購入した場合の検収  

ソフトウェア等のライセンス、電子書籍、オンライン DB 等のデジタルコンテンツを購入した場合
は、以下のいずれかの方法で事務局による検収を受けてください。 

 購入したコンテンツがダウンロードまたはインストールされた PCやタブレット PC等を検収
場所に持参してください（当該コンテンツの起動画面やプロパティ画面等の確認により検収を
行います）。 

 持参できない場合、発注・納品行為の一連が確認できる電子メールのコピーを提出してください。 

3.4.5 特殊な役務の取扱い  

(1) 機器類の修理・保守・点検を委託した場合  

保守契約があり定期的な点検作業があるもの、個別に発生する点検等のうち、契約時や作業時に費
用負担があるものについて、事務局による検収を行う場合について説明します。 

「作業完了報告書」等の作業内容がわかる書類が発行される場合は、その書類をもって検収を行いま
す。発行されない場合は、以下の手順で、検収担当者が出向いて保守・点検等の作業現場を確認す
ることで検収を行います。 
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手順① 研究者 

保守・点検等を行う業者に「作業完了報告書」発行の有無について確認します。 

手順② 研究者 

「作業完了報告書」が発行されない場合、業者と作業日程の調整後、検収担当者（以下の連絡先）に
連絡し、作業確認の立ち会い（出向き検収）を依頼します。 

 検収担当者連絡先 
衣笠 BKC OIC 朱雀 

クレオテック衣笠・
朱雀発注センター 

キャノピー 
クレオテック 
OIC業務課 

研究企画課 

内線：511-7108 
外線：075-465-8178 
［対応時間］平日のみ 
9：30～17：30 

内線：515-2144 
外線：077-561-2648 
［対応時間］平日のみ 
9：30～17：30 

内線：513-2038 
外線：072-665-2021 
［対応時間］平日のみ 
10：00～17：00 

内線：510-2411 
外線：075-813-8199 
［対応時間］平日のみ 
9：30～17：30 

手順③ 研究者 

［作業当日］保守・点検等を行う業者が作業のため現場（研究室等）を訪れたら、検収担当者と作業
確認を行います。 

手順④ 検収担当者 

［作業当日］保守・点検等の作業現場を確認し、納品書等に検収印を押印します。 
 

 

本検収は、対応時間内に作業が行われるものが対象です。時間外に行われる場合は、「作業完了報告書」の発行を
委託業者に依頼してください。 
※ 対応時間については、上記の手順②に記載の「検収担当者連絡先」を参照してください。 

注意 

※ 検収後、検収印の押印され
た「納品書」「請求書」等を
リサーチオフィスに提出 

① 「作業完了報告書」 
発行有無の確認、等 

② 作業確認の立ち会い 
の依頼 

③ ［当日］作業確認 

作業日程等の調整 

［当日］作業の実施 

作業場所、作業日程 
などを確認 

④ 出向き検収の実施 

保守・点検等を行う業者 研究者 事務局（検収担当者） 
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(2) デジタルコンテンツなどの制作・開発等を委託した場合  

以下のデジタルコンテンツ等に関する特殊な役務の検収について説明します。 

1. デジタルコンテンツ（ホームページ、ソフトウェア等）の開発・制作業務 

2. データベースの開発・制作業務 

3. プログラムの開発・制作業務 

特殊な役務（デジタルコンテンツ等）で 10万円を超えないもの 

デジタルコンテンツ等に関する特殊な役務で 10 万円（税込）を超えないものの検収については、
以下のいずれかの方法で事務局による検収を受けてください。 

 当該コンテンツがダウンロードまたはインストールされた PC やタブレット等を指定された
検収場所に持参してください。 

 持参できない場合、発注・納品行為の一連が確認できる電子メールのコピー、デジタルコンテ
ンツを確認できる画像データ等を提出してください。 

 
 

 ホームページ制作は、画面のプリントアウトやWeb上での確認等通常の検収で確認できる場合は、 
通常の検収とします。 

 個別の開発がない市販のデータベース、ソフトウェア、アプリ購入の場合は、通常の検収とします。 

 

特殊な役務（デジタルコンテンツ等）で 10万円を超えるもの（IT検収） 

デジタルコンテンツ等に関する特殊な役務で 10 万円（税込）を超えるものの検収については、こ
れらの専門的知識を有する者（発注者以外）が検収（IT検収）を行います。 

 
 

ポイント 

クレオテック窓口 研究者 リサーチオフィス 

※ 検収後、検収印の押印され
た「納品書」「請求書」等を
リサーチオフィスに提出 

IT検収について確認 

④ 画像データの提出 

IT検収について確認 

③ 画像提供の依頼 

① 発注段階で、IT検収
の要否について判断 

② 事前連絡 

⑤ 画像確認・検収印の
押印 

納品後 
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手順① リサーチオフィス 

事務局での発注段階で、IT検収の要否についてリサーチオフィス担当者が判断し（発注・契約依頼
書事務局欄に要否を記載）、クレオテック窓口に連絡します。 

手順② リサーチオフィス 

IT検収の対象となる場合、リサーチオフィス担当者から研究者に事前連絡を行います。 

手順③ クレオテック窓口 

納品後、クレオテック窓口より研究者宛に、デジタルコンテンツ等に関する画像提供についてメー
ル連絡します。 

手順④ 研究者 

デジタルコンテンツ等に関する画像データをクレオテック窓口に提出します。 

手順⑤ クレオテック窓口 

画像での確認後、納品書に検収印を押印します。 

3.4.6 例外的な事務局による検収（画像による検収）  

購入する物品等が、研究遂行上の理由からやむを得ず本大学以外（他の研究機関など）で納品、使
用され、本大学キャンパス内において持込み検収や出向き検収を受けることが困難である場合、デ
ジタルカメラ等で撮影した画像データを事務局が確認することで、事務局による検収に代えること
もできます。 

画像検収を認める場合の例 

 研究遂行上、他の研究機関等のキャンパス外に納品する必要がある場合 

 出張先で購入し、物品を消耗・滅失する可能性がある場合、他 

画像データの要件 

画像は以下の要件を満たす必要があります（複数画像の添付可）。 

1. 納品物の全体像（使用前の状態）が写っていること 

2. 商品名・製品番号が確認できること 
※ 機器なら型番・製品名・シリアル番号等が表示されている部分 
※ 書籍であれば書籍名が表示されている表紙や背の部分 

3. メールで送付する場合の画像ファイル形式は JPEGとすること 

提出方法 

メール本文（持参の場合は印刷したもの）に、以下の内容を記載の上、画像ファイル（またはプリ
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ントアウトしたもの）を添付の上、提出してください。 

メール本文に記載する内容 

1. 納品場所 
他研究機関（研究機関名：●●）／自宅／その他（納品場所：●●）など 

2. 画像検収を依頼する理由 
（記入例） 
・他研究機関である●●に納品し、その場で使う実験に使用するため 
・出張先である●●にて購入し、その場で使う必要があったため など 

 

 

 

   
 

 
 

事後チェックで画像検収したものが適切に利用管理されているかを確認する場合があります。 

 

「画像検収印」の印影 

 
 

3.4.7 物品を消耗・滅失した場合の取扱い  

フィールドワーク調査中に物品を現地で購入し、直ちに使い切る必要があるなど、研究遂行上の理
由によって物品を消費・滅失したことで、事務局による検収を受けることが困難な場合は、以下の

・商品名や製品番号が確認できるようにします。 
・複数枚で画像提出することもできます。 

購入物品の全体像、品名が
分かるようにします。 

注意 
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書類を予算担当者に提出してください。 

提出書類 
納品検収に関する理由書［研究部様式 1-5］ 

 

物品の購入の場合、購入時の写真によって画像による検収も行えます。また、物品を消費・滅失し
ていても、商品パッケージや同梱されていた取扱説明書等によって、請求書・納品書等の明細内容
と同一物・品数であることが客観的に確認できれば、それらによって検収とすることもできますの
で、可能な限り事務局による検収にご協力ください。 

3.4.8 検収を受けることが困難な場合について  

研究遂行上の理由により、事務局による検収を受けることができなかった場合は、以下の書類を提
出してください。 

提出書類 
納品検収に関する理由書［研究部様式 1-5］ 
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3.4.9 内容に応じた検収・確認方法  

検収は、原則として検収担当者が納品物と納品書等を照合して行います。内容や納品形態に応じた
検収・確認方法は下表の通りです。下表に記載がなく判断できない場合は、予算担当者までお問い
合わせください。 

内容 
現物または成果
物の確認により 
検収するもの 

提出書類により 
使途・目的を 
確認するもの 

検収・確認方法 

電子書籍・ダウンロード版論
文 

〇  

電子書籍等がダウンロードま
たはインストールされた PC等
の画面、または発注・納品行
為の一連が確認できる電子
メールのコピーにて検収を行
う。 

ダウンロード版ソフトウェ
ア・ソフトウェアライセン
ス・（タブレット型 PC等
の）アプリ・クラウド型ソフ
トウェアのうち「代金が定額
で一律に定まるもの」（例：
ウイルスバスター、
Dropbox、Evernote等） 

〇  

当該ソフトウェア等がダウン
ロードまたはインストールさ
れた PC等の画面、または発注・
納品行為の一連が確認できる
電子メールのコピーにて検収
を行う。PC等を持参の際は、当
該コンテンツの起動画面やプ
ロパティ画面等の確認により
検収を行う。 

ダウンロード版ソフトウェ
ア・ソフトウェアライセン
ス・（タブレット型 PC等
の）アプリ・クラウド型ソフ
トウェアのうち「代金が従量
制で変動するもの」（例：
Amazon Web Services 
等） 

〇  
当該利用料金が確定した表示
画面にて検収を行う。 

情報検索・閲覧・ダウンロー
ド等のアクセス権 

〇  
電子メール上の許可連絡（ドン
グルキーやアカウント表示等）
の表示画面にて検収を行う。 

コピーカード 〇  

立命館生協の店舗で引渡し時
に検収を行う。 
※ 「引渡確認印」を押印す

る。 
年間購読、月刊・季刊・日刊
等の雑誌・追録・学会誌のう
ち、「購読料を一括で支払う
もの」 

〇  
支払い時に一度のみ、初回納品
物にて検収を行う。 
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内容 
現物または成果
物の確認により 
検収するもの 

提出書類により 
使途・目的を 
確認するもの 

検収・確認方法 

年間購読、月刊・季刊・日刊
等の雑誌・追録・学会誌のう
ち、「購読料を月ごとに支払
うもの」 

〇  
支払ごとに、納品物にて検収を
行う。 

学会資料（予稿集等） 〇  

学会参加費と別に領収書等が
ある、もしくは、学会資料（予
稿集等）の金額内訳が明確であ
る場合は、検収を行う。 

学会年会費・参加費・登録料 ― ― 検収不要 

論文投稿料 ○  
投稿した論文の一部（写し）に
て検収を行う。 

論文掲載料 ○  
掲載された論文集（Web 上で
の掲載の場合は PC等の画面）
にて検収を行う。 

論文別刷 〇  

納品物にて検収を行う。 
※ 論文掲載料に別刷代が含

まれていても、金額内訳
が明確である場合は、検
収を行う。 

献本用書籍 〇  

現物および自著献本の配布リ
ストにて検収を行う。 
※ 数量が多い場合は、現物 1

冊と全体像がわかる写真
データでも可。 

※ 出版社等から直送する場
合は、配布リストに加え、
業務完了報告書等をもっ
て検収を行う。 

※ 当該書籍の出版の際に、
出版社と本法人との間で
契約を締結していない場
合は、別途、契約書のコ
ピーもご提出ください
（契約書を締結していな
い等、契約書のコピーの
提出が難しい場合は別途
ご相談ください）。 
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内容 
現物または成果
物の確認により 
検収するもの 

提出書類により 
使途・目的を 
確認するもの 

検収・確認方法 

切手・はがき・レターパック  〇 

検収不要。 
※ 研究費執行にあたっては

「切手・はがき使用報告書
（研究部様式 1-3）」等、
件数・送付先・使用目的が
わかるものをご提出くだ
さい。 

インターネット接続料 〇  
請求書・領収書等にて検収を行
う。 

被験者協力金として現金以外
で渡す図書カード等 

〇  

納品物にて検収を行う。 
※ 研究費執行にあたっては

「授受簿（研究部様式 4-
5）」等、受領したことが
わかるものをご提出くだ
さい。 

謝礼品 〇  

現物検収、または画像検収を行
う。 
※ 使用目的の確認を行いま

す。 

会議会合時の飲食物 △ 〇 

飲料、お弁当等については、可
能な限り、現物検収、または画
像検収にご協力ください。 
※ 研究費執行にあたっては

「会議渉外費内容明細書
（研究部様式 5-1）」また
は「種類および種類を含
む飲食物の提供に伴う会
議渉外費執行申請書（研
究部様式 5-2）」をご提出
ください。 

業者への外注費（印刷製本
物・出版物・複写物・現像
物） 

〇  納品物にて検収を行う。 

業者への外注費（翻訳・校
閲・校正・テープ起こし） 

〇  
成果物等納品物にて検収を行
う。 

業務委託費（調査委託・デー
タ解析等） 

〇  
業務完了報告書をもって検収
を行う。 
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内容 
現物または成果
物の確認により 
検収するもの 

提出書類により 
使途・目的を 
確認するもの 

検収・確認方法 

業務委託費（データベース・
プログラム・デジタルコンテ
ンツ開発・作成） 

〇  

当該コンテンツ等がダウン
ロードまたはインストールさ
れた PC等にて検収を行う。持
参できない場合は、発注・納品
行為の一連が確認できる電子
メールのコピー、デジタルコン
テンツを確認できる画像デー
タ等にて検収を行う。 
※ 必要に応じて、専門的知

識を有する者による確認
を行います。 

機器類（パソコン等の OA機
器、実験装置等）の修理費 

 〇 

作業完了報告書をもって検収
を行う。 
※ 作業完了報告書が発行さ

れない場合には、検収担
当者が現場に出向き検収
を行います。 

機器の保守・点検費用  〇 

作業完了報告書をもって検収
を行う。 
※ 作業完了報告書が発行さ

れない場合には、検収担
当者が現場に出向き検収
を行います。 

※ 作業を伴わない場合は、
当該保守等の内容がわか
るものを併せてご提出く
ださい。 

ガラス器具等の修理品（ビー
カー、フラスコ、ピペット
等） 

〇  修理済納品物にて検収を行う。 

リース（実験機器・器具等） 〇  
リース開始時に設置確認を
もって検収を行う。 

レンタル品（実験機器・器具
等） 

〇  
支払ごとに、現物確認をもって
検収を行う。 
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3.4.10 請求書・納品書・領収書の書式例  

業者から「請求書」「納品書」「領収書」を徴収する際は、次の各項目がすべて満たされているこ
とをご確認ください。修正が必要な場合は発行業者に訂正印を依頼してください（修正液・修正テー
プの使用は認められません）。不備等がある場合は、再徴収をお願いすることになります。 

(1) 請求書の書式例  

 

 

  

請求書 
〇年〇月〇日 

登録番号：T123456789 
 

〇〇〇〇株式会社       

金額 10,000円 

明 細 

No. 品名 数量 金額（税込み） 
1 お茶 10 1,080円 
2 書籍 1 1,100円 
3 コピー用紙 1 1,100円 

 

社印 

学校法人立命館 

（10%対象  2,200円） 消費税 200円 
（軽減 8%対象 1,080円） 消費税 80円 

請求年月日が印字されていること 
※ 空白は不可 

登録番号が
記載されて
いること 

宛先は「学校法人立命館」であること 
※ 個人名のみは原則不可 
※「立命館大学○○○○様（先生）」は可 

適格請求書発行時事業者の氏名
または名称が記載され、社印の押
印があること 
※ 海外企業など社印を押さな

いことが通例になっている
場合は、社印不要 

納品内容と税率ごとに区分して合計し
た対価の額（税抜きまたは税込）および
適用税率が記載されていること 
※ 記載がない場合は、別途、明細書

等を発行しても可 
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(2) 納品書の書式例  

 

 

  

納品書 
〇年〇月〇日 

登録番号：T123456789 
学校法人立命館 

〇〇〇〇株式会社 

金額 10,000円 

No. 品名 数量 金額（税込み） 
1 お茶 10 1,080円 
2 書籍 1 1,100円 
3 コピー用紙 1 1,100円 

 

 

以上の通り納品します。   

立命太郎 
（研究者の自署または押印） 

検
収
者 〇〇リサーチオフィス 

年  月  日  

登録番号が
記載されて
いること 

納品年月日が印字されていること 
※ 空白は不可 

宛先は「学校法人立命館」であること 
※ 個人名のみは原則不可 
※「立命館大学○○○○様（先生）」は可 

（10%対象  2,200円） 消費税 200円 
（軽減 8%対象 1,080円） 消費税 80円 

請求内容と税率ごと
に区分して合計した
対価の額（税抜きま
たは税込）および適
用税率の明細が記載
されていること 
※ 記載がない場合
は、別途、明細書
等を発行しても可 

「研究者による納品確認」
として、研究者の自署また
は押印があること 

適格請求書発行時
事業者の氏名また
は名称が記載され
ていること 
※ 社印は押印さ
れていなくて
も差支えあり
ません 

「事務局による検収」の印があること 
公的研究費：全件 
その他の研究費：2万円以上 
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(3) 領収書の書式例  
 

 

  

領収書 
〇年〇月〇日 

登録番号：T123456789 
 

〇〇〇〇株式会社     

金額 10,000円 

No. 品名 数量 金額（税込み） 
1 お茶 10 1,080円 
2 書籍 1 1,100円 
3 コピー用紙 1 1,100円 

 

 

以上の通り納品します。   

立命太郎 
（研究者の自署または押印） 

検
収
者 〇〇リサーチオフィス 

年  月  日  

社印 

学校法人立命館 

取引内容と税率ごとに
区分して合計した対価
の額（税抜きまたは税
込）および適用税率の明
細が記載されているこ
と 
※ 記載がない場合は、

取引明細が確認でき
る補足資料（例：レ
シート）の提出が必
要です 

※ 取引明細が確認でき
る補足資料がない場
合は、領収書裏面等
に詳細を記載いただ
くことがあります 

立替払い者の自署または押印
があること 
※ ただし、領収書が複数枚

にわたる場合、上記各事
項が記載されているすべ
ての紙片に必要です 

領収年月日が印字されていること 
※ 空白は不可 

宛先は「学校法人立命館」であること 
※ 個人名のみは原則不可 
※「立命館大学○○○○様（先生）」は可 

登録番号が
記載されて
いること 

「事務局による検収」の印があ
ること 
公的研究費：全件 
その他の研究費：2万円以上 

適格請求書発行時事業者
の氏名または名称が記載
され、社印の押印があるこ
と 
※ 海外企業など社印を

押さないことが通例
になっている場合は、
社印不要 

※ 日本国内の個人事業主
や個人間取引の場合
は、担当者印等の個人
印が必要 

（10%対象  2,200円） 消費税 200円 
（軽減 8%対象 1,080円） 消費税 80円 
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3.4.11 提出書類別の検収の手続きについて  

検収は、検収担当者により以下の手続きで行います。 

No. 手続き 

 納品日の確認 

 商品名・品番等、数量と物品との照合 

 納品書等に所定の検収印を押印 
 

①納品書 
 

 

  

1 

2 

3 

商品名・品番等、
数量を物品と照合 

2 

検収印（生協の場合は
引渡確認印）を押印 

3 

1 納品日を確認 
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②納品書（インターネット購入） 

宅配便に同封されている納品書（納品書が同封されていない場合は出荷明細書や送り状）に所定の
検収印を押印します。 

 

 

  

商品名・品番等、
数量を物品と照合 

納品日（購入日）を確認 

検収印を押印 3 

1 

2 
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③Amazon領収書 

Amazonで購入した場合、宅配物には、納品書、納品書兼領収書、出荷明細書などの書類が同梱さ
れます。納品日（購入日）、および商品名・品番等、数量が確認できる場合は、これらの書類に検
収印を押印します。 

納品書等で納品日等が確認ができない場合は、これらの書類と併せて、Amazonの「アカウントサー
ビス」から発行できる領収書や購入明細書で確認し、検収印を押印します。 

1ページ目 
 

  

納品日（購入日）を確認 1 

商品名・品番等、数量を物品と照合 2 
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2ページ目 
 

 

  

検収印を押印 3 
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3.5 管理 
下表の機器備品、用品、図書につきましては、事務局による管理が必要となります。 

区分 研究費 項目 名称 事務局の管理 
1件/1組の価格が 
50万円以上の物品 

すべて （1） 機器備品 要 

単価が 10万円以上 50万円未満 
または換金性の高い物品 

すべて （2） 用品 要 

単価が 10万円未満の物品 すべて  消耗品 不要 
1件/1組の価格が 
5万円以上の図書 

科研費 
（直接経費） 

（3） 図書 要 

「(1) 機器備品」「(2) 用品」「(3) 図書」のそれぞれの管理内容は、以下の通りです。 
 

 

物品の廃棄、移管など 
「資産ラベル」「用品ラベル」を貼付した物品を老朽化や故障等により廃棄をしたり、退職時に他の研究機関に移
管したりする際は、必ず事前にリサーチオフィスまでご相談ください。貸与する場合も同様です。 
研究費の種類により、処分制限（改造・分解なども含む）が課せられる場合がありますのでご注意ください。不明
な場合は事前にリサーチオフィスまでご相談ください。学内予算により取得した物品ついては、処分が認められ
ない場合があります。ご留意ください。 

 

(1) 機器備品  

1 件／1 組の価格が 50 万円以上（消費税および購入時の運搬費、据付費などの付帯経費を含む）
で、耐用年数が 1 年以上の物品は、機器備品として資産登録の上、「資産ラベル」を貼付します。 

 
保管期間は原則として 10年間（国等に所有権があるものを除く）です。 

※ 資産登録された機器備品は毎年定められた時期に事務局による現物照合を行います。当初の設
置場所を変更する場合は速やかにリサーチオフィスまでお知らせください。 

(2) 用品  

単価が 10万円以上 50万円未満で耐用年数が 1年以上のもの、または換金性の高い物品（10万円
未満のデスクトップ PC、ノート PC、タブレット PC）は用品登録します。 

検収時には「用品ラベル」を配布しますので、用品のわかりやすい所に貼付してください。 

注意 
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※ 「発注・契約依頼書［研究部様式 1-1］」に記載の設置場所にてご使用いただき、監査などの

照会にも対応いただくこととなりますので、その旨ご理解お願いします。 

(3) 図書  

科研費で購入した 1件／1組の価格が 5万円以上の図書は、同事業元の使用ルールの定めにより大
学に寄贈していただきます（大学の図書として登録します）。 
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3.6 物品の購入および業者への業務委託等に関する注意
事項 

3.6.1 業者への業務委託について、事務局による発注を行う場合  

1件 10万円以上の案件で事務局から発注を行う際には、業務委託する内容の詳細がわかる情報（仕
様書）が必要です。仕様書には、以下の例のような内容を記載してください。 

※ 仕様書は発注者である研究者自身が準備する必要があります。 

例 1：HP制作 

 目的 
 新規制作か、現在ある HPのリニューアルか 
 大学サーバーの利用か、学外サーバーのレン

タルか 
 学外サーバーを利用する場合のドメイン取

得の依頼の有無 
 HP制作完了後に発生する、毎月々の更新作

業依頼の有無（更新（管理）作業がある場合
は具体的な内容） 

 トップページの内容 
 リンク先ページの制作の有無 

（制作がある場合は内容・階層の数） 
 素材提供の有無 

（ある場合は詳細な内容） 
 HPの言語（日本語または英語等） 
 納品形態および納品場所 
 希望納期 等 

例 2：Web調査 

 目的 
 調査対象 
 希望サンプル数 
 希望納品物 

 納品形態および納品場所 
 希望調査開始日（あれば） 
 希望納期 等 

※ 仕様書とは別に実際に使用する調査票もご提出ください。 

3.6.2 同一物品を複数購入する場合  

例：書籍、デスクトップ PC・ノート PC・タブレット PC 

1. 研究費の使用の適切性を担保するために、研究遂行上の必要性を BCM の［執行理由／説明］
欄に記述してください。BCMを使用しない場合は「執行理由書・説明書［研究部様式 1-2］」
等に記述して提出してください。 

※ ただし、事前の研究計画（例えば、研究計画調書や交付申請書など）で当該物品購入の
必要性が確認できる場合を除きます。 

2. 同一の当該物品が複数必要である理由を明らかにし、当該物品の使用者の情報（所属・氏名等）
も全人数分を明らかにしてください。人数が多い場合は、別途一覧表［任意様式］を作成し、
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併せて提出しても差支えありません。 
提出書類 備考 

BCMによる手続き 
［執行理由／説明］欄への入力 
BCMを使用しない手続き 
執行理由書・説明書［研究部様式 1-2］ 

当該物品が複数必要である理由、使用者の情報
を記載します。 

使用者の一覧表［任意様式］ 使用者の人数が多い場合に作成します。 

3.6.3 当該年度後半期（特に年度末）や研究期間最終年度において、汎用性
の高い物品を購入する場合  

例：パソコン・タブレット端末、プリンター、デジタルカメラ 

1. 研究費の使用の適切性を担保するために、研究遂行上の必要性を BCM の［執行理由／説明］
欄に記述してください。BCMを使用しない場合は「執行理由書・説明書［研究部様式 1-2］」
等に記述して提出してください。 

※ ただし、事前の研究計画（例えば、研究計画調書や交付申請書など）で当該物品購入の
必要性が確認できる場合を除きます。 

2. このような時期に当該物品を必要とする経緯・背景を記載するだけではなく、当該物品の仕様
が必要最小限度内であるか、購入以外の方法（レンタル等）を取れない理由などについても明
らかにしてください。 

 
提出書類 備考 

BCMによる手続き 
［執行理由／説明］欄への入力 
BCMを使用しない手続き 
執行理由書・説明書［研究部様式 1-2］ 

このような時期に必要とする経緯・背景、仕様が必
要最小限度内であるか、購入以外の方法（レンタル
等）を取れない理由、を記載 

3.6.4 当該研究との関連性を専門外の第三者に理解されにくい物品を購入
する場合  

研究費の使用の適切性を担保するために、研究遂行上の必要性を BCM の［執行理由／説明］欄に
記述してください。BCMを使用しない場合は「執行理由書・説明書［研究部様式 1-2］」等に記述
して提出してください。 

※ ただし、事前の研究計画（例えば、研究計画調書や交付申請書など）で当該物品購入の必要性
が確認できる場合を除きます。 

 
提出書類 

BCMによる手続き 
［執行理由／説明］欄への入力 

BCMを使用しない手続き 
執行理由書・説明書［研究部様式 1-2］ 
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3.6.5 マウス等を購入し動物実験を行う場合  

各キャンパスの「動物実験委員会」の承認が必要となりますのでご注意ください。 

詳細は、以下の研究部ホームページをご覧ください。 

 https://secure.ritsumei.ac.jp/staff-all/research/member/animal/an01.html/ 

3.6.6 無人航空機（ドローン等）を購入する場合  

航空法の改正により 2022年 6月 20日以降は、登録されていない 100ｇ以上の無人航空機を屋外
で飛行させることはできません。 

使用する無人航空機（ドローン等）は、総務課が取りまとめの上、国土交通省の「ドローン登録シ
ステム」への登録を行います。無人航空機（ドローン等）使用責任者は SmartDB にて総務課に使
用者情報・機体情報の申請を行ってください。 

無人航空機登録制度の詳細は、無人航空機登録ポータルサイトをご覧ください。 

 https://www.mlit.go.jp/koku/drone/ 

3.6.7 インターネットオークションを通じた物品購入を希望する場合  

インターネットオークションを通じて物品等を購入することは、取引の不確実性（詐欺、違法出品
の可能性等）および価格の妥当性の検証が難しいことから、本大学では原則認められておりません。
研究遂行上、必要不可欠なものであり、それがインターネットオークションでしか購入できない等
の特別な理由がある場合は、必ず事前に予算担当者にご相談ください。 

3.6.8 教員研究室等に法人が備え付けている備品、什器類を追加購入する場
合  

机、椅子、書架、ロッカー、電話機、デスクスタンド、デスクライト等の備品、什器類の追加購入
が認められない予算がありますので、支出する予算の概要をお確かめください。 

例：個人研究費、等 

3.6.9 献本目的で自著を購入する場合  

研究遂行上必要な自著購入は執行可能です。ただし、無印税（印税が発生する場合は、印税を差し
引いた額を執行）とします。 

※ 個人研究費だけでなく研究費執行における全般的な取扱いとしますが、事業元ルールで制約が
ある場合は、当該事業元ルールを適用します。 

献本目的で自著購入の場合は、以下の書類等をご提出ください。 
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提出書類 備考 
献本の配布リスト  
印税の取扱いが確認できる書類 例：出版社との契約書の写し 
BCMによる手続き 
［執行理由／説明］欄への入力 
BCMを使用しない手続き 
執行理由書・説明書［研究部様式 1-2］ 

購入原資における研究遂行上の献本目的を記入
してください。 

3.6.10 複数の研究費制度により共用設備を購入する場合  

科研費、科学技術振興機構（JST）等の所管する競争的研究費による研究等で、共同して利用する設
備「共用設備」（税込 50万円以上）を購入することができる制度があります。 
資金元へ事前確認・届出等が必要なものや、購入原資が制限されるものがあるため、「共用設備」
の購入を希望される場合は、事前に予算担当者にご相談ください。 

3.6.11 特命発注を希望する場合  

原則として特命発注はできませんが、10万円以上（1件／1組）の事務局発注を行うときに、特定
の業者でなければ仕様を満たす物品を納入できない場合に限り、発注依頼（10万円以上）の提出書
類 3点に加え、「選定理由書［研究部様式 1-6］」と「根拠資料」を提出してください。 

提出書類 備考 
BCMによる手続き 
BCMのメニュー［【WEB購買】発注・契約］
から発注手続きを行います。 

BCMを使用しない手続き 
発注・契約依頼書［研究部様式 1-1］ 

発注依頼（10万円以上）の提出書類 

仕様書（カタログでも可） 
（可能な限り）見積書 
選定理由書［研究部様式 1-6］ 

特命発注に必要な書類 
根拠資料 

3.6.12 通信費（切手、はがき、メール便等）の場合  

切手、はがき、メール便等の利用では「切手・はがき使用報告書［研究部様式 1-3］」をご提出く
ださい。送付先が多い場合は送付先リスト［任意様式］を作成し提出してください。 

提出書類 備考 
切手・はがき使用報告書［研究部様式 1-3］  
送付先リスト［任意様式］ 送付先が多い場合に作成します。 
※ 切手、はがきの買い置きはできません。必要な枚数のみを、その都度購入してください。 
※ アンケート調査等、返信用の送料の場合でも同様の手続きが必要です。 
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3.6.13 学会年会費（研究者が所属する学会等の年会費）の場合  

年会費は、個人研究費、研究環境整備費からの支出が前提となっています。 

また年会費は、原則、当該年度に係る費用として支出します。 

※ 学会の会期が年度をまたぐ場合（例：1/1～12/31）は、翌年度本大学に在職される方につい
て支出可能です。なお、大学会計上 1 会計年度につき 1 年分の年会費支出になるよう管理し
てください。 

※ 前納制の翌年度分年会費（会期が翌年度 4/1以降からのもの）は、立替払いを一旦行っていた
だき領収書等を保管の上、当該年度に予算担当者に提出してください。当該年度の研究費で精
算します（着任前および研究期間最終年度を除く）。 

 
 

科研費（補助金・基金）から支出できる場合 
科研費の研究遂行のために、当該学会の活動に参加することが必要である場合は、科研費（補助金・基金）から
支出することができます。また、科研費（基金）については、翌年度も継続している場合、前納制の翌年度分年
会費（会期が翌年度 4/1以降からのもの）を事前に支出することも可能です（補助金不可）。 
 
他の研究費から支出できる場合 
他の研究費等でも支出可能な場合があります。予算担当者にご相談ください。 
事業元ごとに、ルールが設定されている場合は、当該事業元ルールを優先して適用します。 

提出書類 

領収書だけでなく、学会等にかかる費用の内訳がわかる書類（明細のある請求書、年会費が記載さ
れた案内通知等）を必ずご提出ください。 

提出書類 
領収書（払込請求書兼領収書、ATM利用明細書等でも可） 
学会等が発行する会費の「年度」と「金額」が明記された請求通知や学会規則、払込取扱票や振
込用紙のコピー等それに代わるもの 

※ 外国語（特に英語以外）で記載された領収書等については、内容（領収を意味する文言取引内
容等）がわかるようにメモを付してご提出ください。 

3.6.14 学会参加費の場合  

学会参加費は、支払い時期に関わらず、参加する学会開催年度の研究費から支出します。必ず、実
施日が明記された書類を提出してください。 

開催年度の前年度中に支払いが必要な場合 

開催年度の執行可能な研究費から支出します。立替払いを一旦行っていただき領収書等を保管の上、
開催年度に予算担当者に提出してください（着任前および研究期間最終年度を除く）。 

 
 
 

ポイント 
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科研費（補助金・基金）から支出できる場合 
科研費（基金）で翌年度も継続している場合、開催年度の前年度中に支払いが必要な参加費を前年度中に支出可
能です（立替払い不要）。科研費（補助金）は原則不可ですが、前年度中の支払いがどうしても必要な場合はそ
の限りではありません。事前に予算担当者に必ずご相談ください。 
 
他の研究費から支出できる場合 
他の研究費等でも支出可能な場合があります。予算担当者にご相談ください。 
事業元ごとに、ルールが設定されている場合は、当該事業元ルールを優先して適用します。 

 

旅費の支給と併せて精算する場合 

旅費の支給と併せて学会参加費を精算する場合は、以下の出張手続き（P.76 の「4.4 出張手続
き」）の手順に沿って、必要な手続きを行ってください。 

旅費の支給が不要で、学会参加費のみの精算を希望する場合 

学会がオンライン形式や所属するキャンパスで開催される場合など、旅費の支給を不要とし、学会
参加費のみの精算を希望する場合は、学会参加後に以下の書類を提出してください。 

提出書類 備考 

参加費の領収書 
領収書は、主催する団体もしくは代表者名の押印がある状態
のものを提出してください。なお、主催元が国外の場合は、
この限りではありません。 

金額根拠資料 開催案内、HP画面コピー、等 

参加したことがわかる資料 

主催団体が発行する参加証明、当日取得した資料、 
（オンライン形式の場合は）パソコン画面のスクリーン
ショット※など 
※ スクリーンショットの撮影には制約がある場合も考え

られます。事前に主催者団体に相談して入手可能な情
報を確認するようにしてください。 

留意事項（共通） 

 学会・研究会等では、飲食物が提供される公式な懇親会がプログラムに組み込まれていること
があります。研究活動に必要な情報収集等の目的で懇親会に参加する場合は、その懇親会費を
研究費から支出することができます。 
ただし、公的研究費をはじめ外部資金では、懇親会費の執行が認められない場合があります。
詳しくは、予算担当者までお問い合わせください。 

 専用紙により学会費を支払う場合は、下図のように依頼人の欄は空欄のまま提出してくださ
い。氏名等は通信欄に記入してください。 

ポイント 
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3.6.15 会議費（茶菓および飲食物）の場合  

会議費（茶菓および飲食物）の執行が認められる場合について 

研究活動に必要な会議等において、進行上の理由によるやむを得ない場合に限り※1、茶菓および飲
食物を提供し、その費用を会議費として支出することができます※2。 

会議費の執行にあたっては、研究費が公の資金や学費を原資としていることを十分ご認識いただき、
手続きの透明性とその支出について説明責任が果たせることが、他の経費執行以上に重要となりま
す。 

※1 進行上の理由によるやむを得ない場合とは、例えば、参加者が一同に集まることができる食事
時間帯に実施せざるを得なかった会議等（弁当を提供）、長い時間に渡る会議等（コーヒーを
提供）です。 

※2 公的研究費等では、会議費の執行可否や執行可であっても執行できる条件等の取扱いが異なる
場合があります。詳しくは、予算担当者までお問い合わせください。 

 
 

提供する茶菓および飲食物の数量は、合理的な範囲のみ執行を認めます。 
茶菓および飲食物を提供する会議等が、研究活動に必要な会議等であることを確認するために、会議の開催通知、
会議記録等の資料の提出が必要です。提出書類の詳細は、P.66の「申請手続き」でご確認ください。 
茶菓および飲食物は、会議等の開催場所での提供を原則とし、社会通念に照らして、予算単位責任者（リサーチオ
フィス課長）が合理的と判断できる範囲で行うものとします。 

 

酒類および酒類を含む飲食物の提供に伴う会議渉外費執行申請について 

原則として研究費による、酒類および酒類を含む飲食物に対する支出は認められません。特に、科
研費（直接経費）や個人研究費は支出できません。 

先生のお名前を記入 

 

記入必要なし 

記入 
必要なし 

注意 
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酒類および酒類を含む飲食代金に研究費を充てることについて説明責任を果たす観点から、当該研
究費の執行基準もしくは運用ルールで認められている範囲内で、次の 1、2、3のいずれかに付随す
るレセプションにおいて儀礼的な対応が必要であることを具体的な説明が求められます。また、そ
れを事前に副学長（研究担当）が十分に説明責任を果たしていることを承認する必要があります。 

 

1. 国際シンポジウムや国際的な研究発表等の国際研究交流の催し 

2. 海外の研究機関および国際機関に所属する者が参加する国際研究交流の催し 

3. 企業や学外の研究者が参加するシンポジウムや研究発表の催し 
 

 

酒類および酒類を含む飲食物であっても、当該研究費の執行基準もしくは運用ルールで認められて
いる範囲内であって、上記 1、2、3のいずれかに付随するレセプションにおいて儀礼的な対応が必
要である場合は、必ず開催予定日の 2週間前までに以下の書類を予算担当者へ提出して、申請手続
きを行ってください。 

提出書類 
酒類および酒類を含む飲食物の提供にともなう会議渉外費執行申請書［研究部様式 5-2］ 

 

申請手続き 

執行金額 

会議費の基準額および上限額は、次の通りです。研究費が公の資金や学費を原資としていることに
鑑み、会議費は基準額内に収まるようご検討ください。 

1人当たり 
（消費税込） 

学内会議 学外者を含む会議［昼］ 学外者を含む会議［夜］ 

基準額 （生協弁当を基本）700円 1,500円 6,000円 
上限額 1,000円 2,000円 10,000円 

手続き 

会議費の執行を希望する場合は、可能な限り早期に（開催前に）予算担当者までご相談ください。
なお、会議費の総額が 100万円以上となることが見込まれる場合は、開催予定日の 2週間前までに
予算担当者まで必ずご相談ください。 

申請手続きにおいては、以下の書類を提出してください。 

提出書類 備考 

申請書類 
※3点を提出 

会議渉外費内容明細書［研究部様式 5-1］  

参加者リスト［任意様式］ 
上記様式で参加者氏名全員が
記述されている場合は不要 

【開催前の場合】見積書  
【開催後の場合】請求書および納品書（あるい
は領収書） 

 

研究活動に必要 以下の各資料は例示です。このような資料を 1点でも多く提出してください。 
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提出書類 備考 
な会議等である
ことを客観的に
判断できる資料 

開催通知・アポイントメール 
開催日時や開催場所が記述さ
れている資料であること 

会議記録（議事録） 
当日配布資料 
面会・宿泊証明書［研究部様式 2-5］ 
会議や打ち合わせ等の風景を撮影した写真  
参加者名刺（面会初回時のみ）  
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4章 旅費 

研究者、研究に協力する者における国内・海外出張（資料収集、各種調査、研究の打ち合わせ、研
究の成果発表）のための経費（交通費、日当、宿泊費）に係る手続きについて説明します。 

旅費（交通費、宿泊費、日当）は、順路に従い合理性と経済性を勘案した経路および方法により算
定し出張者本人に支給します。また、他の研究機関所属者など本大学と雇用関係のない方（学生も
含む）にも「立命館旅費支給規程」を準用し旅費を支給します。 

 旅費は出張者本人の申し出（あるいは研究代表者など当該研究費の支出権限のある教職員の判
断）により減じて支給できます。 

 当該出張に対して本大学以外の団体等がその旅費の一部または全部を負担する場合は、本大学
より当該負担分を減じて旅費を支給します（重複受給は不正使用です）。該当する場合は、出
張申請あるいは出張報告時に必ず申し出てください。 

 交通機関や宿泊施設等のキャンセル料については、個人的な事情を理由に執行をすることはで
きません（執行可能な例：天災によるフライトキャンセル、学会の開催中止等）。また、事業
元ルールにより、その取扱いが研究費によっても違いがありますので、詳細は予算担当者まで
ご確認ください。 

 
 

各事業元ルールの留意事項 
事業元ルールで旅費（交通費・日当・宿泊費等）の支給基準や提出いただく出張証明等について、別に設定され
ている競争的研究費等の場合は、当該事業元ルールを優先して適用し旅費を支給します。 

4.1 国内旅費について 
国内移動に係る旅費（交通費・日当・宿泊費）は下表の通りです。 

No. 旅費の種類 費用等 

(1) 交通費 

鉄道賃 
乗車区間 100km未満 乗車に要する運賃 

乗車区間 100km以上 
乗車に要する運賃、特別急行料金
または、急行料金、座席指定料金 

車賃 公共交通機関（バス）、タクシー、レンタカー、自家用車 
船賃 1等 
航空賃 最下級 

(2) 日当 出発地～帰着地 
140km未満 支給なし 
140km以上 3,000円 

(3) 宿泊費 出発地～帰着地 
140km未満 原則支給なし 
140km以上 12,000円 

 

こんなときは？ 
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(1) 交通費  

交通費は、勤務地または自宅を出発地とし、用務地間の移動も含め帰着地までの移動に要する額を
支給します。 

 出発地および帰着地は、実態に即して勤務地または自宅を適切に選択してください。 

 通勤手当として支給されている区間の交通費は支給しません。 

 宿泊地への移動に伴う交通費は支給しません。 

鉄道賃 

「駅すぱあと」で算定される経路の鉄道賃を支給します。 
 

乗車区間 100km未満で特別急行料金等を利用する場合 
規程により、特別特急料金等が支給される乗車区間は 100km以上ですが、特別に考慮する事由がある場合は、
所属長の判断に基づき、乗車区間が 100km未満でも支給されます。乗車区間 100km未満で特別急行料金等を
利用する場合は、乗車したことを証明する証憑（乗車券や領収書）を BCM 上の「交通費証憑」欄に添付してく
ださい。 
空港とのアクセス特例措置 
空路を利用する場合、その移動にかかる鉄道賃の特別急行料金および急行料金について、乗車区間 100km未満
であっても精算することが可能です。 

車賃 

 公共交通機関（バス）は「駅すぱあと」で算定される経路のバス賃を支給します。 

 合理的な理由がある場合、タクシー、レンタカー、自家用車の利用を認めます。 
BCM使用者は出張申請時に［連絡事項］欄に使用理由を記入してください。BCM非使用者は
「執行理由書・説明書［研究部様式 1-2］」に理由を記載して提出してください。 

自家用車利用について 

自家用車利用の可否については、以下の表をご確認ください。 

職位等 自家用車利用の可否 
専任教員（雇用期間の定めなし）、任期制教員、特別契約教員、
特別任用教員、特命教授、特別招聘教員、特別招聘研究教員、 
研究教員、嘱託講師、特任助教、助手 

可 

専門研究員、研究員 可 
非常勤講師、授業担当講師、客員教員、客員研究教員、招聘研究
教員、特別招聘教員（兼務［2012 年度以前から継続の方］）、
補助研究員、リサーチアシスタント、教学リサーチアシスタント、
非常勤職員 

不可 

訪問教員、客員協力研究員（特別研究フェロー、上席研究員、 
客員研究員、プロジェクト研究員）、日本学術振興会特別研究員
（PD、DC等）、本大学の学部生・院生・研修生・研究生、他大学
の学部生・院生、その他学外者 

不可 

こんなときは？ 
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提出書類 備考 

【BCMを利用しない手続き】 
執行理由書・説明書［研究部様式 1-2］ 

タクシー、レンタカー、自家用車の利用につい
て、合理的な理由を記入して提出します。 

 
 

自家用車利用の注意事項 
 自家用車利用の際は、「学校法人立命館自家用車による出張に関する取扱について」を必ずご確認ください。 
 出張開始より前に、「自家用車登録申請」を SmartDB で人事部に提出してください。出張帰着後の自家

用車登録は認められません。 
 事前に出張命令権者（所属長）の命令が必要です。 
 自家用車に生徒・学生・院生を同乗させることは禁止されているので、ご注意ください。 

 

ガソリン代・高速代の支給について 

 タクシーを利用した際の有料道路代、レンタカーを利用した際の諸費用、有料道路代、駐車場
代は実費支給します。 

 自家用車利用の場合、移動距離 1km当たり 16円（1km未満の端数が生じたときは切り捨て、
ガソリン代含む）を支給します。有料道路代は実費支給します。 

船賃 

当日料金を支給します。「領収書」を BCM上の「交通費証憑」欄に添付してください。 

航空賃 

航空賃は ANA もしくは JAL の普通運賃を上限とし、請求書・領収書等に基づく実費を支給します
（往復割引運賃の設定があり、適用可能な場合はその運賃を上限とします）。 

なお、JALのクラス J、ANAのプレミアムクラスなど、シートのアップグレードに係る追加料金に
ついては、原則執行できません。 

 

利用地域について 
航空機の利用地域の制限は原則ありません。ただし、東京への出張など、鉄道移動が一般的であると考えられる
地域への出張では、航空機の利用の理由を確認します。 

(2) 日当  

日当は、出張期間中の業務遂行に直接付随しない諸雑費とします。 

  

注意 

ポイント 
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(3) 宿泊費  

 日当の支給対象（出発地～帰着地の移動が 140km以上）であり、用務日当日の移動では用務
開始に間に合わない、用務終了後当日中に自宅に帰着できない等のやむを得ない場合に限り、
前泊、後泊が認められています。下表の支給基準に該当しないと判断される場合は支給されま
せん。 
また、前泊や後泊を申請する場合、その妥当性を第三者が類推できる資料を提出する必要があ
ります。提出資料の例は下表の通りです。 

 
 支給基準（目安） 妥当性を類推できる資料例（提出書類） 

前泊 
朝 7時以前に出発しなければなら
ない場合 

翌日の学会の開始時間が明記された資料、面会
時間が明記されたアポイントメール等 

後泊 夜 10時以降に帰着となる場合 
学会終了時間が明記された資料、学会終了後の
情報交換会の開始時間が明記された資料等 

 
 

日当の支給対象外の出張で宿泊費を申請する場合 
出発地～帰着地の移動が 140km未満では、原則、宿泊費を支給しません。ただし、研究遂行上の理由に
より宿泊を要する場合、1夜当たり 12,000円を上限として精算することができます。その場合は「執行
理由書・説明書［研究部様式 1-2］」等にて予算担当者へ事前相談してください。 

 

 パック（航空券あるいは鉄道切符と宿泊所のセット商品）を購入した場合は、当該代金に航空
賃あるいは鉄道賃と宿泊費が含まれているものとみなして旅費（交通費+宿泊費の規程額上限）
を支給します。 

 交通機関中泊あるいは空港に滞在する場合など実際に宿泊していない日数分については、宿泊
費は支給できません。 

 

  

こんなときは？ 
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4.2 国外旅費について 
国外移動に係る旅費（交通費・日当・宿泊費）は下表の通りです。 

No. 旅費の種類 費用等 

(1) 交通費 
鉄道賃 
船賃 

2階級に運賃等級 
を区分する路線 

最上級 

3階級以上に運賃等級 
を区分する路線 

最上級の直近下位の級 

運賃等級を設けない路線 乗車に要する運賃 
航空賃 エコノミークラス 

(2) 日当 

指定都市 8,300円 
甲地方 7,000円 
乙地方 5,600円 
丙地方 5,100円 

(3) 宿泊費 

指定都市 22,500円 
甲地方 18,800円 
乙地方 15,100円 
丙地方 13,500円 

※ 指定都市・甲地方・乙地方・丙地方の地域区分は「国家公務員等の旅費支給規程」によります。 

 外国旅行各都市・地域区分 
地域区分 指定都市 甲 乙 丙 

北米地域 ロサンゼルス、ニューヨーク、 
サンフランシスコ、ワシントン 〇   

欧州地域 
西欧 ジュネーブ、ロンドン、パリ 〇   
東欧 モスクワ  〇  

中近東地域 アブダビ、ジッダ、クウェート、 
リヤド 〇   

アジア地域 

東南アジア
韓国・香港 

シンガポール  〇  

南西アジア
中国・台湾 

   〇 

中南米地域    〇 
大洋州地域   〇  
アフリカ地域 アビジャン   〇 
南極地域    〇 

※ 地図版の地域区分は、本大学 HP（以下 URL）で確認できます。 

 http://sj018s/rising/kakuka/jinji/map_index.html 

  

http://sj018s/rising/kakuka/jinji/map_index.html
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研究費による国外出張の際は必ず「海外旅行傷害保険」に加入してください。 
詳細は、P.74の「(4) 海外旅行傷害保険への加入」を参照。 

(1) 交通費  

国外出張時における国内移動に係る交通費（「勤務地または自宅」～「空港」）は、国内旅費に準
じ算出します。 

国外移動に係る交通費のうち、「空港」～「用務地」あるいは「空港」～「宿泊先」の移動に要し
た交通費（リムジンバス等）を支給します（出張後に移動経路の申告と領収書の提出が必要です）。 

航空賃 

航空賃は請求書・領収書等に基づくエコノミークラスの実費を支給します。なお、やむを得ずビジ
ネスクラスの利用を希望する場合、BCM使用者は、出張申請時に［連絡事項］欄に使用理由を記入
してください。BCM非使用者は「執行理由書・説明書［研究部様式 1-2］」を予算担当者へ提出し、
事前相談してください。 

提出書類 備考 
【BCMを利用しない手続き】 
執行理由書・説明書［研究部様式 1-2］ 

やむを得ず、ビジネスクラスの利用を希望する
場合に提出します。 

(2) 日当  

日当は、用務地の各地域区分に基づき、出張期間中の業務遂行に直接付随しない諸雑費として支給
します。 

出張中の用務地として同一日に指定都市、甲地、乙地、丙地 2か所以上で用務がある場合、一番金
額の高い区分の規定額（日当）を支給します。この場合、航空機のトランジット（乗り継ぎ）の滞
在地の区分は適用されません。 

(3) 宿泊費  

宿泊費は用務地の各地域区分に基づき支給します。 

 交通機関中泊あるいは空港に滞在する場合など実際に宿泊所に宿泊していない日数分の宿泊
費は支給されません。 

 航空機のトランジットのために経由地の宿泊所で宿泊を要する場合であっても、同日の用務先
の区分の規程額（宿泊費）を支給します。 

 日本国内での前泊および後泊が認められるのは、出国日当日の移動では航空機の搭乗手続き含
め出発に間に合わない、帰国日当日中に自宅に帰着できない等、やむを得ない場合に限ります。
なお、日本国内の前泊および後泊の宿泊費や日当の支給額、支給基準および運用方法は、国内
出張旅費に準じます。 

ポイント 
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(4) 海外旅行傷害保険への加入  

研究費による国外出張の際は必ず「海外旅行傷害保険」に加入してください。保険の形態、種別は
特に問いません。個人のクレジットカードに付帯する保険でもかまいません。国外出張に同行する
研究分担者、学外の方（他研究機関の研究者等の研究協力者）についても、出張者が責任を持って
加入させてください。 

研究費からの支出 

執行可能な研究費（研究環境整備費、研究資金繰越金、奨学寄付金、個人研究費、立命館大学研究
高度化推進制度の各プログラム、科研費（直接経費））から、当該保険料を支出することができま
す。 

研究費から支出する場合、本大学と雇用関係のある方については契約者と受取人を法人（学校法人
立命館）としてください（個人で契約する場合は私費でお支払いください）。なお学外者など本大
学と雇用関係のない方（アルバイト雇用者を含む）については個人名での契約としてください。こ
の場合は個人名での契約であっても研究費から保険料を支出することができます。 

 
 

包括海外旅行保険 
研究費から執行可能な「契約者と受取人を法人とする旅行傷害保険」については、法人が契約している包括海外
旅行保険に加入することをお勧めします。本大学学生・院生が出張する際も、法人が加入する「学生用包括海外
旅行保険」もご利用いただけます。 
補償内容や申し込み方法については、リサーチオフィスの予算担当者までお問い合わせください。また、申し込
み用の様式は研究部ホームページよりダウンロードすることができます。 
 
私学メンバーズカード 
私学共済に加入されている方であれば、「私学メンバーズカード（クレジットカード）」に入会することができ
ます。海外での万一の事故によるケガ・病気・携行品の盗難や破損などの損害に対して補償がされます。 

 https://www.resonacard.co.jp/shigakucard/card/index.html 

 

4.3 旅行費執行時の注意点 

(1) 学外研究員の場合（他の研究費との二重払いに注意）  

1. 学外研究と連結する事前出張に係る旅費を他の研究費から支給するときは、他の研究費からは
空港までの交通費と期間中の日当・宿泊費を支給します。航空運賃は学外研究費から支給され
ます。 

2. 学外研究員（国内者も対象）の出張については、通常の出張と同様に旅費を支給します。旅費
が支給されている出張期間中は、学外研究費による滞在費は支給されません。 

※ 二重払いにならないよう注意してください。 

3. 一時帰国して勤務地に滞在している期間は、学外研究費による滞在費は支給されません。 

ポイント 

https://www.resonacard.co.jp/shigakucard/card/index.html
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(2) 1 件の出張を複数の予算で執行する場合  

基本的に、複数予算による合算使用は禁止されています（科研費等政府系予算は合算が不可である
ことが要領に明記されています）。ただし、用務ごとに日程を切り分けて複数予算で執行する場合
は「合算の例外」にあたり執行が可能です。 

複数の研究費による出張を検討される場合は、事前に予算担当者までご相談ください。また、往路
／復路の料金の区分がない航空運賃について、資金拠出元のルールが許す範囲で折半（50%ずつ）
して支出することができる場合がありますので、併せてご相談ください。 

(3) 学外者、学生等の出張旅費  

本大学教職員に支給される出張旅費は、インボイス制度の【出張旅費等特例】の対象であり、これ
までから変更はありません。ただし、学外者、学生等の出張旅費については、【出張旅費等特例】
の対象ではなく下記の領収書が必要になります。 

 

本大学では次の職位の方が「学外者、学生等」に該当します 
訪問教員／客員協力研究員（特別研究フェロー、上席研究員、客員研究員、プロジェクト研究員）／非常勤職員
／本大学の学部生・院生・研修生・研究生／他大学の学部生・院生／その他学外者 

学外者、学生等の旅費については、次のケースにおいて、領収書（宛名「学校法人立命館」）が必
要になります。 

① 交通費、宿泊費の実費額を支給する場合（金額に関わらず） 

② 公共交通機関（鉄道・バス・船舶）において、１つの交通機関につき片道 3 万円（税込）以上
の場合 

※宛名に出張者個人名のみが記載されている領収書の場合は、「研究費個人立替払請求書」の提出
が追加で必要になります。 

(4) 年度をまたがる出張について  

1 件の出張が年度をまたがる場合、BCM による申請手続きは年度ごとに分けて申請してください。
旅費は出張期間の会計年度ごとに分けて執行します。 

以下に注意して手続きを行ってください。 

 出張期間が 3月 31日までは旧年度、4月 1日以降は新年度の予算で執行します。 

 科研費など研究期間が定められている資金では、研究期間開始以前（交付内定前）の出張手配
（航空券購入等）、研究期間終了後の日程の出張費は執行できません。それぞれの研究費の執
行ルールを確認してください。 

 

  

ポイント 
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4.4 出張手続き 
本大学所属者が出張する場合に限らず、他の研究機関所属者や学生（学部生・院生）等に依頼し出
張する場合でも同様の手続きが必要です。また、複数人で同一用務（地）の出張を行う場合でも、
1人ずつ同様の手続きを必要とします。 

研究に協力している学生（学部生・院生）が出張する場合、研究者が当該学生の履修している授業
等に支障をきたさないよう確認および配慮の上、出張依頼を行ってください。 

 

招聘者への国内・海外旅費の支給 
シンポジウムや研究会などの研究活動のために、国内外の研究者等に講演などを依頼する招聘の場合、招聘者へ
の国内・海外旅費も「立命館旅費支給規程」に基づき支給します。なお、出張の内容により源泉税の区分が変わ
りますのでご注意ください。 
 P.103の「5.3.2 講演、専門的な指導・助言等に対する報酬・謝金」を参照 

 
 

国外出張にあたっては、外務省の海外安全ホームページ（以下 URL）で危険情報を確認の上、出張の手続きを行っ
てください。「退避勧告」「渡航延期勧告」が発出されている国・地域への出張は禁止です。これら以外の危険情
報が発出されている場合でも、出張は自粛してください。 

 https://www.anzen.mofa.go.jp/riskmap/ 

手続き、提出先について 

職位における、申請手続きについては、下表をご確認ください。 

区分 職位等 手続き 

BCMによる 
手続き 

専任教員（雇用期間の定めなし）、任期制教員、特別契
約教員、特別任用教員、特命教授、特別招聘教員、特別
招聘研究教員、研究教員、嘱託講師、特任助教、助手 

出張命令決裁（BCM） 

専門研究員、研究員、日本学術振興会特別研究員（PD、
DC等）、NEXT学生フェロー、RARA学生フェロー※1 

出張命令決裁（BCM） 

BCMを使用 
しない手続き 

非常勤講師、授業担当講師、客員教員、客員研究教員、
招聘研究教員、特別招聘教員（兼務【2012年度以前か
ら継続の方】）、補助研究員、リサーチアシスタント、
教学リサーチアシスタント、非常勤職員 

出張前 
立命館大学旅費計算書〔兼務
教員（非常勤講師・授業担当
講師・客員教授等）／非常勤
職員用〕［研究部様式 2-2］ 

出張後 
国内／国外出張報告（精算）
書［研究部様式 2-4-1］ 

訪問教員、客員協力研究員（特別研究フェロー、上席研
究員、客員研究員、プロジェクト研究員）、本大学の学
部生・院生※・研修生・研究生、他大学の学部生・院生、
その他学外者 

出張前 
立命館大学旅費計算書〔学外者・
学生用〕［研究部様式 2-3］ 

出張後 
国内／国外出張報告（精算）
書［研究部様式 2-4-1］ 

ポイント 

注意 

https://www.anzen.mofa.go.jp/riskmap/
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※1 自身の研究費以外で出張する場合は、「BCMを利用しない手続き」となります。 

※2 大学院生の場合、RARAオフィス管轄の「博士課程前期課程学生学会奨学金」「博士課程後期   
課程学生学会奨学金」等を利用し、奨学金分を減額して旅費を執行することができます。 

4.4.1 出張手続きの流れ  

研究者および、研究に協力する者における国内・海外出張に関する手続きの流れは、以下のように
なります。手続きには「BCM による手続き」と「BCM を使用しない手続き」がありますので、該
当するものを参照して手続きを行ってください（P.76の「手続き、提出先について」）。 

 
 

 

 

 

 

 
 

 航空機を利用する場合（P.78） 
 出張時に研究活動で必要な経費使用があった場合（P.79） 
 3か月を超える長期滞在型の出張の場合（P.80） 
 出張取消の場合（P.80） 

 

出張申請 

出張報告 

帰着後 
1週間以内 

出 
張 
開 
始 
前 

出 
張 
後 

（1）出張申請（必須）（P.78） 
❶BCMによる手続き⇒出張命令決裁（BCM） 

BCMを使用しない⇒「立命館大学旅費計算書」 
❷出張先・日程・用務内容等の出張計画を確認できる資料 

※ 出張のための交通手段には、公共交通機関（鉄道・バス）、タクシー・
レンタカー・自家用車（合理的な理由がある場合）、船、航空機があ
り、手段によって手続きが異なります。（P.69「（１）交通費」を
参照） 

 
 

 
 

用務内容 資料の例 

打ち合わせ・ヒアリング 
アポイントメール、依頼状等（日時・場所等が確認できるも
の） 

資料収集・フィールドワーク等 記入欄、様式等に 1日単位で詳しく記述。 

学会・研究会等 
開催案内、HP画面コピー等（発表の場合は、自身の名前・日
時等詳細の掲載箇所も提出） 

 

（2）出張報告（必須）（P.81） 
❶BCMによる手続き⇒ ［出張命令決裁］内［出張報告］（BCM） 

BCMを使用しない⇒ 「国内／国外出張報告（精算）書」 
❷用務日ごとの出張証明 

 
 

用務内容 資料の例 

打ち合わせ・ヒアリング等 
議事録、ヒアリングメモ、名刺（面会初回時のみ）、「面会・
宿泊証明書［研究部様式 2-5］」等 

資料収集・フィールドワーク等 
図書館や博物館等で要した経費の領収書（複写料、資料購入
代、入館料等）、調査時の撮影写真、「面会・宿泊証明書［研
究部様式 2-5］」等 

学会・研究会等 
参加証、当日配布資料、参加費領収書（現地で支払ったもの）、
「面会・宿泊証明書［研究部様式 2-5］」等 

 

こんなときは？ 
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4.4.2 必要な手続き・書類  

(1) ［出張開始前］出張申請（必須）  

以下の手続きにより、出張申請を行います。 

手続き 
BCMによる手続き BCMのメニュー［出張申請］から申請手続きを行ってください。

また、「出張先・日程・用務内容等の出張計画を確認できる資料」
を、BCM上で電子データとして添付します。 

BCMを使用しない手続き 「立命館大学旅費計算書」を作成し、「出張先・日程・用務内容等
の出張計画を確認できる資料」とともに、予算担当者に電子メール
で提出します。 
※ 「立命館大学旅費計算書」について 

職位により様式が異なります。P.76の「手続き、提出先に
ついて」を参照の上、該当する様式を使用してください。 

 
 

出張依頼書が必要な場合 
所属機関宛に「出張依頼書」の提出が必要な場合は、先方指定書式の有無を確認し、予算担当者へご連絡くださ
い。また、本大学以外が本務機関の方は「立命館大学旅費計算書〔兼務教員（非常勤講師・授業担当講師・客員
教授等）／非常勤職員用〕［研究部様式 2-2］」、学外者の方は「立命館大学旅費計算書〔学外者・学生用〕［研
究部様式 2-3］」の所定欄に、その旨を記入してください。 

 
 

学外研究員制度期間中の出張 
出張命令決裁について、特定の研究課題のために、滞在先から直接出張を行う場合は BCMで申請してください。
私用で一時帰国される場合は、「学外研究制度変更・出張・一時帰国届」を所定の SmartDBより提出してくだ
さい。 

 

航空機を利用する場合 

提出書類 備考 
請求書（または領収書） 実費精算となるため、可能な限り請求書払いとしてください。 
搭乗日・経路・便名・クラス・サー
チャージ・各種税金等、フライト
情報が確認できるもの 

例：旅程表等 

航空機の利用が証明できるもの 例：搭乗券の半券（原本）（事業元ルールによる）等 
※ 国内外に拠点を置く、学外の研究協力者等が本大学の研

究費で出張する場合に限り、搭乗券の半券（原本）では
なく、半券の写真データや搭乗証明できる資料の代替を
認めます。 

こんなときは？ 

参考 
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 国外出張では、出張日程全体を確認するためにも、可能な限り出張前にご提出ください（宿泊
費や日当の支給を事前に希望する場合は、出発の 1ヵ月前までに提出してください）。 

 航空券は代金が 10万円を超えていても、研究者が手配（発注）することはやむを得ないもの
としておりますが、代金は大学から請求書に基づき旅行代理店等へ支払うことが原則です。個
人による立替払いは特定の業者との癒着のリスク等、様々な問題があります。その上で、航空
券発券のために事前払いが必要な旅行代理店等を利用する場合は、目安として出発の 1 か月
前までに請求書を事務局まで提出してください。提出が出発の 1 か月を切っている場合は、
大学からの事前払いができなくなる場合がありますのでご注意ください。 

 搭乗券の半券以外で航空機の利用が証明できるものとは、手荷物を預けた際にカウンターで発
行される搭乗案内書、保安検査場や搭乗口で発行される感熱紙タイプの搭乗券等、空港で搭乗
手続きを行った際に発行されるものとします。PC やモバイルサイトから事前に搭乗手続きを
行い、搭乗が証明できるものが手元に残らなかった場合は、各航空会社のチェックインカウン
ターもしくはホームページより搭乗証明書を発行してもらうようにしてください。 

出張時に研究活動で必須になった経費がある場合 

提出書類 備考 
請求書（または領収書） ― 
（必要に応じて） 
納品書やその他金額根拠資料 

学会・研究会等参加費、タクシー代、レンタカー代（レンタカー
使用に伴うガソリン代、高速道路代等も支出可能）、海外の鉄
道代、入出国時の査証（ビザ）取得費用、入国のために義務付
けられている予防注射代、図書館や博物館等で要した経費の領
収書（複写料、資料購入代、入館料等）、学会・研究会等で購
入した予稿集の「領収書」と「予稿集代の金額根拠資料（例、
開催案内、ホームページの画面コピー等）」等 

 学会・研究会等参加費の請求書（あるいは領収書）は、主催する団体もしくは代表者名の押印が
ある状態のものを提出してください。なお、主催元が国外の場合は、この限りではありません。 

 合理的な理由がある場合（P.69～P.70「車賃」を参照）、タクシー、レンタカー、自家用車
の利用を認めます。ただし、自家用車の利用は、出張開始前に必ず自家用車登録を済ませてい
ることが条件です（出張帰着後の自家用車登録は認めません）。 

 経費使用にあたっては、必要に応じて「執行理由書・説明書［研究部様式 1-2］」等により執
行理由を確認する場合があります。なお、出張時の研究活動に要した経費でも、研究費の種類
により精算できない対象もありますので、詳しくは予算担当者までご相談ください。 

 その他出張前に事前払いが必要なものがあれば、余裕を持って予算担当者までご相談くださ
い。 

 
手続き 

BCMによる手続き BCMのメニュー［出張申請］から手続きを行ってください。 
事前払いが必要な場合は、「請求書（または領収書）」および、そ
の他、必要書類を BCM上で電子データとして添付してください。 

BCMを使用しない手続き 「請求書（または領収書）」および、その他、必要書類を予算担当
者に電子メールで提出してください。 
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3か月を超える長期滞在型の出張の取扱い 

2021 年度における業務監査室からの指摘の中で、長期滞在型の出張については、研究費使用に関
する適切性や妥当性の確保がより強く求められました。このため、3 か月を超える長期滞在型の出
張における運用方法を改めました。 

3か月を超える出張の場合、手続きの詳細は予算担当者にお問い合わせください。 

時期 手続き 
出張開始前 長期滞在の出張目的、出張期間、研究手法等および支給する旅費の範囲を

確認するために、出張申請とは別途手続きを行います。 
出張中（滞在中） 経過報告として週単位の「出張報告書」と「出張証明」を提出します（原

則 1か月単位）。 
※ 通常の 1 日単位の「出張報告書」と「出張証明」の提出は不要とし

ます。ただし、検査・監査等において、日々の出張証明を含め滞在中
の研究活動の実態を確認する場合があります。 

出張終了後 「出張報告書（長期滞在型）」を提出し、滞在中における研究活動の成果や
実績等を明らかにします。 
※ 上記にかかる研究部様式はガイドブックには掲載しておりませんの

で、事前にリサーチオフィスの予算担当者にご相談ください。 
※ 学内の研究制度である学外研究制度における長期間の海外渡航につ

いては、当該制度で定める様式をご提出ください。 

※ 3か月は目安であり、3か月未満であってもリサーチオフィスの判断で同様の運用を出張者に
求める場合があります。 

出張取消 

やむを得ない理由で出張を取り消す場合は、以下の通り手続きを進めます。 

手続き 
BCMによる手続き BCMのメニュー［出張報告］から手続きを行ってください。 

出張命令決裁の《文書一覧》画面から［出張報告待ち］タブをク
リックし、該当する出張案件の［申請区分］で［取消］を選択して
ください。 

BCMを使用しない手続き 「国内/国外出張報告（精算）書」の「下記の出張を取りやめたので、
報告いたします」をチェックし、必要事項を記入の上、予算担当者
に電子メールで提出してください。 

なお、出張取消に伴い、経費の精算・戻入が必要な場合は、予算担当者と相談の上、必要な手続き
を行います。 
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(2) ［出張後］出張報告（必須）  

帰着後 1週間以内に、以下の出張報告の手続きを行ってください。 

※ 事業元ルールで、提出いただく出張証明等について個別に設定がされている研究費の場合は、
それを優先して適用します。 

 
手続き 

BCMによる手続き BCMのメニュー［出張報告］から手続きを行ってください。［出張
命令決裁］の［出張報告］に必要事項を記入します。また「用務日
ごとの出張証明」を BCM上で電子データとして添付してください。 

BCMを使用しない手続き 「国内／国外出張報告（精算）書」を作成し、「用務日ごとの出張証
明」を添付して、予算担当者に電子メールで提出してください。 
出張期間が 8日間以上の場合は、「国内／国外出張報告（精算）書
〔その 2〕［研究部様式 2-4-2］」も加えて提出してください。 

 各日の用務内容を執行予算との関連を踏まえて記述し、用務ごとに当該予算を原資とすること
の妥当性を明らかにしてください。 
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5章 人件費・謝金 

本章では、研究に関わる人件費・謝金のうち、時間雇用職員の雇用と、報酬・謝金に係る手続きに
ついて説明します。研究職員の雇用については研究部 HPに掲載される募集要項をご確認ください。 

本章の構成について 

本章は、研究に関わる各種業務を依頼するための手続きについて、以下の構成で説明しています。 

 
 

非常勤研究職員としての雇用 

学生アルバイト 

専門的知識・技術等を必要
とする業務を依頼する場合 

時間雇用職員 

研究活動遂行に必要な業務
を依頼する場合 

非常勤職員（研究補助） 
非常勤職員（教員秘書） 

5.2 雇用に基づく研究協力（給与）（P.88） 

雇用関係に基づく研究協力を依頼する場合の手続きについて説明します
（給与の支払）。 

成果物に対する支払 個人へ業務委託する場合 

講演、専門的知識の提供 講師等を招聘する場合 

研究協力に係る負担軽減 

5.3雇用以外に基づく研究協力（報酬・謝金）（P.100） 

実験・アンケート協力等を
依頼する場合 

雇用関係なしで研究協力を依頼する場合の手続きについて説明します（報
酬・謝金の支払）。 

5.1 労働の対価を伴う研究協力について（P.83） 
研究に関わる業務を依頼するために、必要な基本的な知識や注意事項につ
いてまとめています。5.2節、5.3節の具体的な手続きを参照する前に、
ご だ  

・外国籍の方に研究協力を依頼する
場合 

・源泉徴収について、他 

・給与と報酬・謝金の違い 
・「雇用」と「雇用以外」の考え方 
・雇用の制限 
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5.1 労働の対価を伴う研究協力について 

5.1.1 給与と報酬・謝金の違い  

労働の対価として支払うものが「給与」であるか「報酬・謝金」であるかの区別は、その労働が雇
用関係に基づくものかどうかで決まります。 

雇用関係がある者への支払いであれば「給与」、雇用関係がない者への支払いであれば「報酬・謝
金」となります。出来高や成果物に対する支払、専門的知識の提供への報酬、実験等への協力謝礼
など「雇用に該当しない場合」は、報酬・謝金として執行します。 

 

「雇用」と「雇用以外」の考え方 

雇用と雇用以外の区分は、「指揮監督下の労働」であるかどうかで判断します。業務の性質上、雇
用と委託の判断が難しい場合、下表の 4つの判定要素を総合的に勘案して判定します。指揮監督下
の労働であることに加え、労働の対価が時間給を基礎として計算される場合は、雇用関係を強める
要素となります。 

判定要素 雇用 雇用以外 
1. 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する拒否の自由

の有無 
拒否の自由を有していれば、他人に従属して労務を
提供しているとは言えず、指揮監督関係を否定する
一つの要素になる。 

拒否の自由が 
ない 

拒否の自由が 
ある 

2. 業務遂行上の指揮監督の有無 
業務の内容、遂行方法について、具体的な指揮命令
を受けている場合は指揮監督関係を認める重要な要
素になる。単なる助言であれば指揮監督関係はない。 

指揮監督を 
受ける 

指揮監督を 
受けない 

3. 勤務場所、実働時間の指定の有無（拘束性の有無） 
勤務場所および実働時間が指定され、管理されてい
る場合は、指揮監督関係を認める重要な要素になる。 

勤務場所・時間の
指定がある 

勤務場所・時間の
指定がない 

4. 本人に代わって他の者が労務を提供することが認め
られるかどうか（代替性の有無） 
本人に代わって他の者が労務を提供することが認め
られない場合や、本人が自らの判断によって補助者
を使うことが認められていない場合等は、指揮命令
関係を認める要素の一つになる。 

他の者の代替が
認められない 

他の者の代替が
認められる 

資料整理や実験補助、研究活動遂行
のために必要な業務 

給与 

講演・専門的知識の提供、翻訳・校閲
アンケート協力、等 

報酬・謝金 

雇用関係あり 

雇用関係なし 

研究に関わる
業務を依頼 
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「雇用関係あり」となる事例（給与） 

いずれも研究者が指揮監督、勤務管理を行うことが前提となります。 

 研究における資料・データ収集、実験補助等の補助業務 

 資料作成、データ入力業務 

 イベントの補助業務 

「雇用関係なし」となる事例（報酬・謝金） 

いずれも研究者が指揮監督、勤務管理を行わない（行えない）ことが前提となります。 

 成果物を伴う業務（例: 外国語の翻訳や校閲、テープ起こしなど） 

 講演、専門的な指導・助言等を伴う業務 
例：講演会、シンポジウムなどに研究者等をゲストスピーカー、パネラー、コメンテーター、
報告者等として招聘する場合、専門的な指導・助言等の研究協力を依頼する場合、インタビュー
調査時の通訳など 

 臨床研究における被験者、アンケート・聞き取り調査 
 

なお、次のような人件費・謝金の支払はできません。 

 研究者（代表者・分担者）が自身に謝金を支給すること。 

 代表者が当該研究課題の分担者に謝金を支給すること、また分担金を配分された分担者が、同
一研究課題の代表者・分担者に謝金を支給すること。 

 
 

上記以外でも、本大学の教職員に謝金等を支払うことは通常想定しにくいものです。支払いを検討される場合は
必ず事前に予算担当者までご相談ください。 

 

5.1.2 雇用の制限（雇用することができない場合）  

以下、例 1～例 3のような場合は、雇用することができない場合があります。 

その他、雇用の可否が迷われる場合などは、予算担当者にお問い合わせください。 

例 1：既に他大学や企業等に雇用されている方 

既に他大学や企業等で雇用されている方は、現在の雇用先との雇用契約・就業規則等の制約を受け
ます。常勤で雇用されている方は兼業できない場合が多いため、事前にご本人が現在の雇用主に確
認するようお伝えください。 

例 2：日本学術振興会特別研究員 

日本学術振興会特別研究員は、労働等によって報酬を受給することができます。ただし、この場合、
以下の 1～3のすべてを満たす必要があります。 

注意 
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1. 特別研究員の研究課題の研究遂行に支障が生じないこと 

2. 常勤職およびそれに準ずる職ではないこと 

3. 従事する前に受入研究者に「報酬受給報告書」（所定様式）の内容を報告し、受入研究者が 1
～2に該当すると認めていること 

 
 

詳細は、特別研究員に採用時に配布される「遵守事項および諸手続きの手引」をご確認ください。 

 https://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_tebiki.html 

また、ご不明な点は日本学術振興会または大学院課（衣笠）にお問い合わせください。 

例 3：本大学の専門研究員・研究員 

本大学との二重雇用になるため、本大学所属の専門研究員・研究員は雇用できません。 

 

  

参考 

https://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_tebiki.html
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5.1.3 外国籍の方に研究協力を依頼する場合の留意点  

就労制限の確認・資格外活動許可の取得 

就労が認められていない在留資格の場合は、不法就労になるため雇用できません。そのため、外国
籍の方を雇用する際は、その方が就労可能な在留資格、在留期間を付与されているかを確認する必
要があります。 

就労が認められていない在留資格の場合、事前に資格外活動許可を得るか、就労可能な在留資格に
変更しなければなりません。資格外活動許可申請の手続きにつきましては、住居地を管轄する入国
管理局に問い合わせてください。 

在留カード 

 

 
在留資格 就労の可否 

留学、家族滞在、短期滞在、 
文化活動、研修、他 

就労できません（就労のためには資格外活動許可が必要です）。 
※ 下記、ポイントを参照 

技術・人文知識・国際業務、 
教授、研究、教育、技能、他 

機械工学等の技術者、語学の指導、通訳等、在留資格に定めら
れた範囲で就労可能です。 

永住者、日本人の配偶者等、 
永住者の配偶者等、定住者、 
特別永住者 

就労制限はありません。 

 
 

 本大学に在籍する留学生が本大学の教育または研究を補助する業務（TA業務、RA業務と同内容の業務）
を行う場合は、資格外活動許可は不要です。 

 他大学の留学生を本大学で雇用する場合は、資格外活動許可が必要です。また、在留資格が「文化活動」
「家族滞在」「研修」の場合も資格外活動許可が必要です。 

（表面） （裏面） 

在留資格 
在留資格が記載
されています。 

在留期間 
就労可能な在留期間であ
るか確認してください。 

資格外活動許可欄 
他に「許可：資格外活動許可書に記載され
た範囲内の活動」があります。この場合は
資格外活動許可書を確認してください。 

就労制限の有無 
「就労不可」「指定書により指定された就職活動のみ可」 
「就労制限なし」の記載があります。 

ポイント 
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 在留資格が「就労不可」以外の場合でも、依頼できない業務がありますので、ご留意ください。 
 本大学、他大学を問わず奨学金を受給している場合は、当該奨学金の定めによりアルバイトが禁止されてい

ることがありますので必ずご本人にご確認ください。 
 

在留資格「留学」の資格外活動として許可される時間は、1週につき 28時間以内、大学の長期休業
期間にあっては 1日につき 8時間以内（1週につき 40時間以内）の勤務に限られます。 

※ 被雇用者の勤務実態や法律・制度の制約に則った雇用・管理を要しますのでご留意ください。 

在留カード（両面の複写）の提出 

外国籍の方を雇用する場合、法人は氏名、在留資格、在留期間などをハローワークに届ける義務が
あります（2007年 10月 1日施行 改正雇用対策法）。そのため在留カードの写しを提出していた
だきます。 

また、本大学に在籍する留学生が本大学の教育または研究を補助する業務（TA業務、RA業務と同
内容の業務）を行う場合、資格外活動許可は不要ですが、在留カードの写しの提出は必要です。 

5.1.4 源泉徴収について  

源泉徴収とは 

源泉徴収とは、給与や報酬などを支払う事業者が、それらを支払う際に所得税等の税金を差し引き、
納税する制度です。源泉徴収された税金は「源泉徴収税」といい、対象となる給与や報酬などを支
払った月の翌月 10日までに納付します。源泉徴収税額を誤った場合は、税務署からの指導により、
延滞税や加算税の対象となる場合もありますので、本大学として正確な源泉徴収に努めなければな
りません。 

源泉徴収額の考え方 

給与の場合と、報酬・謝金の場合について、源泉徴収額の取扱いは下表のようになります。 

区分 源泉徴収の取扱い 
給与の場合 アルバイトなどの給与は所得として課税されますので、源泉徴収が必要に

なります。源泉徴収税額は「給与所得の源泉徴収税額表」の税表区分に従い
定められています。詳細は以下をご参照ください。 
P.97の「5.2.3 給与における源泉徴収」 

報酬・謝金の場合 源泉徴収が必要な場合とそうでない場合があります。居住者については、所
得税法第 204 条に該当する業務内容かどうかで決まります。非居住者※に
ついては、業務の実施場所および業務内容によって決まります。 
具体的な執行例については、以下をご参照ください。 
P.113の「5.3.4(3) 源泉徴収税の取扱いの違いによる執行例」 

※ 日本国内での滞在が年間もしくは継続する 12 月の期間中 183 日またはそれより短い一定の
期間を超えない者は、課税上は非居住者として取り扱われます。 

注意 
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研究機構が行う研究プロジェクト等の研究支援のため、専門的知識や技術等を必
要とする業務に従事します。 

 
 

非常勤研究職員としての任用 

研究に関わる人材を雇用 

研究活動遂行のために必要な業務を依頼するため、時間単位に基づいて人材を雇
用します。時間雇用職員には、学籍の有無、業務内容（研究補助、教員秘書）に
応じて以下の３種類の雇用種別があり、それぞれ手続きが異なります。 

雇用手続きについて 
本ガイドブック内で雇用手続きについて説明します。手続きについては、 
P.90の「5.2.2 時間雇用職員の雇用手続き」を参照してください。 

時間雇用職員としての雇用 

5.2 雇用に基づく研究協力（給与） 

5.2.1 人材雇用の種別  

研究に関わる人材を雇用する場合、業務目的、期間、条件等に応じて、雇用種別と手続きが異なり
ます。 

 

雇用手続きについて 
研究部 HPに掲載される募集要項をご確認ください。 

条件 雇用種別 主な提出書類 

学生以外の場合 補助研究員 
● 補助研究員雇用申請書 
● 補助研究員資金計画書 
● 履歴書 

学生の場合 リサーチアシスタント 
● リサーチアシスタント雇用申請書 
● リサーチアシスタント資金計画書 
● 履歴書 

 

条件 雇用種別 主な提出書類 

本大学または
APU の学籍を
有する場合 

学生アルバイト ●労働条件通知書（学生アルバイト） 

本大学または
APU の学籍を
有していない
場合 

非常勤職員（研究補助） 

＜6か月未満の雇用の場合＞ 
●労働条件通知書（非常勤職員） 

＜6か月以上の雇用の場合＞ 
●非常勤職員（研究補助、教員秘書） 
雇用申請書 

非常勤職員（教員秘書） 
●非常勤職員（研究補助、教員秘書） 
雇用申請書 
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リサーチアシスタントを雇用する際の留意事項 
同時期に 1 人の学生をリサーチアシスタントと教学リサーチアシスタント（教学部主管）の両方に雇用すること
はできません（「教学リサーチアシスタント雇用申請」の留意事項より、一部抜粋）。また労務管理の観点より、
原則リサーチアシスタントが学生アルバイトを兼ねることもできません。兼務を検討される場合は予算担当者ま
でご相談ください。 

 
 

外部資金等を保有している場合は、研究系教職員（月給制）も雇用することができます。 
詳細は研究部ホームページをご覧いただくか、各リサーチオフィスへお問い合わせください。 

 

  

注意 

ポイント 
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5.2.2 時間雇用職員の雇用手続き  

研究者（雇用管理者）は、研究活動遂行のために必要な業務を依頼するため、以下の手順で、時間
雇用職員（学生アルバイト、非常勤職員（研究補助または教員秘書））を雇用することができます。 

(1) 手続きの流れ  

 

雇用書類の受理 

書類の受領（雇用開始） 

必要な手続きを行い、被雇用者
に、通知書または雇用契約書を
発行します。 

通知書または雇用契約書が届
き、雇用開始となります。 

アルバイト出勤表の受理 

リサーチオフィスにアルバイト
出勤表を提出します。 
※ 本人確認ができる物、印鑑
（訂正時に必要）をご持参く
ださい。 

被雇用者の本人確認の上で、 
アルバイト出勤表を受理しま
す。 

給与支払日 

給与の受取 
給与が支払われます。 研究者（雇用管理者）があらか

じめ指定した予算から給与支払
い手続きを行います。 

※ 給与支払日の詳細は 
P.97の「5.2.4 給与支払い」を参照してください。 

必要書類の受理 

被雇用者 研究者（雇用管理者） リサーチオフィス 

（手順 1）業務内容・雇用条件の合意（P.91） 

雇用書類一式 

在留カード、資格外活動許
可書 

給与所得者の扶養控除等
（異動）申告書 

通知書または雇用契約書 

アルバイト出勤表 

アルバイト出勤表 

雇用書類の提出 
＜勤務開始月の前月末までに提出＞ 

 

手続きと通知 

アルバイト出勤表の記入 

アルバイト出勤表の提出 
最終勤務日または翌月 1日まで 

給与支払い手続き 

必要書類の提出（P.94） 

アルバイト出勤表 
の確認・捺印 

（手順 3）勤務管理（P.94） 

（手順 2）雇用書類の提出（P.93） 
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(2) 手順  

手順 1 業務内容・雇用条件の合意 

研究者（雇用管理者）と雇用予定者（被雇用者）の双方で、業務内容、雇用条件（時給・雇用期間
等）について確認・合意します。 

 

労働条件通知書で雇用する場合の留意事項 
 勤務時間や勤務日等を固定していない場合は雇用期間を 6 か月未満としてください。また、別途シフト表

等によって勤務日・時間を定めて雇用してください。監査・検査等に関わっては、事務局よりシフト表等の
ご提出を依頼する場合があります。 

 業務が完了し、雇用期間中に契約を終了する場合は、終了日の 1か月前までに本人に通知してください。 
 
「労働条件通知書」は、以下のように「①学生アルバイト」「②非常勤職員（研究補助）」「③非常
勤職員（教員秘書）」の種別に応じて作成します。 

① 学生アルバイトの場合 

「労働条件通知書（学生アルバイト）」は、依頼する業務ごと、雇用原資となる研究費ごとに作成し
てください。 

対象 本大学または APUの学籍を有する者（学部生・大学院生） 
雇用期間 実際に業務を行う期間（6か月未満、春学期・秋学期に分けて申請してください） 

※ 学生アルバイトは学業最優先の観点から、実働時間を講義等のない時間帯に限
定してください。また、雇用原資に関わらず、春学期、秋学期に分けて 6か月
未満で申請してください。 
例）9月 26日から雇用した場合、最長は翌年 3月 24日まで 

※ 休学中の学生をアルバイト雇用したい場合は事前にご相談ください。 
勤務時間 1週間につき実働 28時間以内（1日 8時間以内）（長期休暇中は実働 40時間以内） 
給与 以下を基準額（上限額）として設定します。 ※ P.93 の「留意事項」を参照して

ください。 
 学部学生：1,000円 （注）ただし、地域別の最低賃金が優先されます。 
 博士課程前期課程・修士課程学生：1,150円 
 博士課程後期課程学生：1,400円 

交通費  所属キャンパスでの勤務：支給不可 
 所属キャンパス以外での勤務：支給可 

提出書類：アルバイト通勤交通費請求書（研究部様式 3-3） 
 主な就業場所以外での勤務（出張）：支給可 

提出書類 
 移動前：立命館大学旅費計算書（学外者用・学生用）（研究部様式 2-3） 
 移動後：国内/ 国外出張報告（精算）書（研究部様式 2-4-1,2-4-2） 

 

  

注意 
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② 非常勤職員（研究補助）の場合 

「労働条件通知書（非常勤職員）」は、雇用原資の研究費ごとに作成し、雇用の都度提出してくださ
い。 

雇用期間が 6か月以上の場合、被雇用者には年次有給休暇が付与されます。勤務条件、執行予算等
の変更を行う場合は、速やかに変更申請してください。 

 
対象 本大学または APUの学籍を有していない者 

雇用期間 実際に業務を行う期間（最長 4/1～翌年 3/31） 
勤務時間 1週間につき実働 40時間以内（1日 8時間以内） 
給与 以下を基準額（上限額）として設定します。 ※ P.93 の「留意事項」を参照して

ください。 
 研究事務補助業務：1,000円 

（注）ただし、地域別の最低賃金が優先されます。 
 研究補助業務については、下記を基準とします。 

 学部学生または学部卒業者：1,000円 
（注）ただし、地域別の最低賃金が優先されます。 

 博士課程前期課程・修士課程学生または課程修了者：1,150円 
 博士課程後期課程学生、課程修了者または満期退学者：1,400円 
 看護師資格を有して行う専門的業務：1,900円 
 臨床心理士資格を有して行うカウンセリング等専門的業務：4,000円 

※ 研究事務補助業務とは、研究活動に関わる事務的な作業（・補助）を行う業務
です。 

※ 研究補助業務とは、（専門的な知識と技術を用いて、）研究活動の補助を行う
業務です。 

交通費  主な就業場所での勤務：支給可 
提出書類：アルバイト通勤交通費請求書（研究部様式 3-3） 

 主な就業場所以外での勤務（出張）：支給可 
提出書類： 
 移動前：立命館大学旅費計算書（兼務教員（非常勤講師・授業担当講師・

客員教授等）／非常勤職員用（研究部様式 2-2） 
 移動後：国内/ 国外出張報告（精算）書（研究部様式 2-4-1,2-4-2） 

③ 非常勤職員（教員秘書）の場合 

雇用原資は研究環境整備費、研究資金繰越管理金、民間企業受入研究費に限定します。 

雇用期間が 6か月以上の場合、被雇用者には年次有給休暇が付与されます。勤務条件、執行予算等
の変更を行う場合は速やかに変更申請してください。 

対象 本大学または APUの学籍を有していない者 
雇用期間 実際に業務を行う期間（最長 4/1～翌年 3/31） 

※ 2015年度末までに雇い入れた者については経過措置対象者とします。 
勤務時間 1週間につき実働 40時間以内（1日 8時間以内） 
給与 1,000円 ※ P.93の「留意事項」を参照してください。 
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交通費  主な就業場所での勤務：支給可 
提出書類：アルバイト通勤交通費請求書（研究部様式 3-3） 

 主な就業場所以外での勤務（出張）：支給可 
提出書類： 
 移動前： 立命館大学旅費計算書（兼務教員（非常勤講師・授業担当講師・

客員教授等）／非常勤職員用（研究部様式 2-2） 
 移動後：国内/ 国外出張報告（精算）書（研究部様式 2-4-1,2-4-2） 

 

 留意事項  

1. 時間単価と最低賃金の関わりについて 

 上記に記載の時間単価を上限として、研究者の判断で給与を設定することができますが、
厚生労働省が定める最低賃金を下回ることはできません。都道府県により最低賃金額が
異なりますので、詳細は厚生労働省ホームページをご参照ください。また、最低賃金は
毎年見しがあるため、注意が必要です。 

 「主な就業場所」として指定する勤務地の最低賃金が、上記記載の時間単価を上回る場合
は、勤務地の最低賃金額を時間単価として給与計算を行います。 

 「主な就業場所」以外で勤務する場合（出張や在宅勤務）は、あらかじめ労働条件通知書
等で設定された時間単価（上記記載の時間単価もしくは「主な就業場所」の最低賃金額
で設定した時間単価）で計算します。 

 

2. 交通費の支給について 

 主な就業場所がキャンパス外の特定の場所に指定されていることが明らかで、勤務日数
等に鑑み、通勤交通費として支払うことが自然である場合には、別途判断を行うことが
あります。詳細は予算担当者までご相談ください。 

 非常勤講師・授業担当講師の勤務日は、当該キャンパスへの通勤交通費は支給できませ
ん。 

 

手順 2 雇用書類の提出 

研究者（雇用管理者）が提出する書類 

研究者（雇用管理者）は、以下の雇用書類を作成し、勤務開始月の前月末までに手続きを行う必要
があります（被雇用者によって、別途提出が必要な書類があります）。 

雇用種別（時間雇用職員） 提出書類（主な雇用書類） 
学生アルバイト  労働条件通知書（学生アルバイト） 

非常勤職員 
研究補助 

＜6か月未満の雇用の場合＞ 
 労働条件通知書（非常勤職員） 
＜6か月以上の雇用の場合＞ 
 非常勤職員（研究補助、教員秘書）雇用申請書 

教員秘書  非常勤職員（研究補助、教員秘書）雇用申請書 
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手続き 
学生アルバイト（本大学
または APUの学籍を有
する者） 

BCMのメニュー［雇用申請］から手続きを行ってください。提出書類
（雇用書類）は電子データとして添付します。 

非常勤職員（本大学また
は APUの学生を有して
いない者） 

提出書類（雇用書類）を作成し、予算担当者に提出してください。 

 

被雇用者が提出する書類 

被雇用者本人に必要に応じて、以下の書類をリサーチオフィスに直接提出させてください。 

提出書類 説明 

給与所得者の扶養控除等（異動）
申告書 

時間雇用職員としての給与は所得として課税されるため、本
大学が源泉徴収し納税します。 
2024年 1月～12月に 2か月を超えて継続的に勤務し、本大
学が主たる給与支払先となる場合は、被雇用者は申告書をリ
サーチオフィスに提出してください。 
※ 同申告書を提出した場合、源泉徴収の税区分は「月額甲」

が適用されます。 
※ 申告書は、同時に 2か所以上の事業所に提出することは

できません（既に他の事業所に提出済の場合、税区分は
「月額乙」が適用されます）。 

在留カード、資格外活動許可書 

特別永住者以外の外国籍を保有する場合、リサーチオフィス
への提出が必要です。 
詳細は、P.86の「5.1.3 外国籍の方に研究協力を依頼する
場合の留意点」を確認してください。 

 

手順 3 勤務管理 

研究者（雇用管理者）は、作業指揮（管理）者または受入教員として被雇用者に業務の指示を行い、
勤務実態を把握し、適正な勤務管理を行ってください。 

なお、リサーチオフィスから被雇用者に対し、勤務の実態や給与の支払状況等を直接確認させてい
ただくことがあります。 

 

 雇用申請書で雇用される非常勤職員（研究補助・教員秘書）の勤務条件を変更する場合、「雇用契約書の変
更に関する覚書」を取り交わす必要があります。雇用契約書に定める勤務条件と異なる勤務が常態化しない
ようにご注意ください。 

 勤務日・労働時間の他、雇用期間によっては年次有給休暇が付与されることもあることから、被雇用者の勤
務条件（他の学内雇用の有無等含め）を把握の上、雇用・適切な勤務管理をお願いします。 

 

  

注意 
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「アルバイト出勤表」による勤務管理 

1. 「アルバイト出勤表」の勤務日ごとの記入と確認 
作業指揮（管理）者または受入教員は、勤務の都度、被雇用者に勤務内容、実働時間を「アル
バイト出勤表（研究部様式 3-2）」に記入させ、内容の確認を行ってください。相違なければ、
その都度、サインまたは押印して被雇用者に返却してください。 
 

 
 

「アルバイト出勤表（研究部様式 3-2）」（Excelファイル）を印刷し、勤務管理に使用してください。 
※ BCMによる勤務管理はできません。 

2. 「アルバイト出勤表」の提出 
「アルバイト出勤表」は月単位で作成し、毎月の最終勤務日か遅くとも翌月 1日（土・日・祝
日の場合は翌平日に）、被雇用者本人にリサーチオフィスへ直接提出させてください。 

提出書類 
アルバイト出勤表（研究部様式 3-2） 

 
複数予算で勤務している場合は、「アルバイト出勤表」は同時提出させてください。リサーチ
オフィスで勤務時間の不整合（重複）や、超過勤務の有無を確認します。 
 

被雇用者には、「アルバイト出勤表」提出の際に、以下を持参させてください。 
持参するもの 説明 

身分証明書 学生証、運転免許証、保険証など、本人確認ができるもの。 
印鑑 訂正時に必要となります。 

勤務条件について 

1. 実働時間 
作業指揮（管理）者または受入教員は、実働時間が過重とならないように配慮する義務があり
ます。 
勤務時間とは、勤務先で決められた始業時刻から終業時刻を指し、実働（労働）時間とは、実
際に労働に従事した時間のことを指します。実働時間の算定は日ごと 15 分単位で行います
（15分未満は切り上げます）。 
※ 「作業指揮（管理）者」は、本大学との雇用関係がある教職員であることが望ましいですが、業務内容

に応じて雇用関係がない（客員研究員、プロジェクト研究員等）職位の研究者であることは差支えあり
ません。ただし、いずれの職位の場合も雇用上の安全管理（業務内容、時間）には十分な配慮をする必
要があります。 

※ 「担当研究者」は、本大学との雇用関係がある研究者とします。 

ポイント 

被雇用者 雇用管理者 
アルバイト出勤表 ●内容に相違がないことを確認 

●サインまたは押印して、被雇用者
へ返却 

●勤務内容、実働時間を記入 

リサーチオフィス 被雇用者 
アルバイト出勤表 ●リサーチオフィスへ提出 ●本人確認の上で受理します。 
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(1) 休憩時間、休日 
労働基準法により、1日 6時間を超える労働に対しては 45分の休憩、8時間を超える労
働に対しては 60分の休憩、1週につき 1日の休日を与えることが定められています。 

 

例：10：00 ～ 16：00 に勤務し、1時間休憩した場合 
勤務時間 6時間（勤務先での始業時刻から終業時刻） 
実働時間 5時間（実際に業務に従事した時間。休憩時間はカウントしない） 

 

2. 深夜労働、時間外労働、休日労働 
原則として深夜労働（22時以降翌朝 5時までの労働）、時間外労働（1日の実働時間が 8時
間を超える労働、1週の実働時間が 40時間を超える労働）、休日労働（週 1日の休日または
4週間につき 4日の休日の労働）を命じることはできません。 
作業指揮（管理）者（研究者）は計画的に業務が遂行されるように努める義務があります。 

 

3. 割増賃金 
やむを得ず深夜労働、時間外労働、休日労働が生じた場合には、下表の割増賃金を支払う必要
があります。 

 

原則 
時間外労働 25％以上 
深夜労働 25％以上 
休日労働 35％以上 

重複パターン 
時間外労働と深夜労働の重複 50％以上 
休日労働と深夜労働の重複 60％以上 
休日労働と時間外労働の重複 35％以上 

※ 補助研究員、リサーチアシスタントについては、1 日あたり 7.5 時間を超えた勤務時間
は「時間外労働」時間となります。 

 

4. 年次有給休暇 
非常勤職員（研究補助、教員秘書）雇用申請書／労働条件通知書に記述された雇用期間が 6か

月以上の場合、被雇用者には年次有給休暇が付与されます。公的資金以外
．．

の資金で雇用されて
いる非常勤職員の有給休暇分は、研究費負担となります。 
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5.2.3 給与における源泉徴収  

給与にかかる源泉徴収の取扱いは、以下のように「給与所得の源泉徴収税額表」の税表区分表の該
当欄に基づいて行います。 

区分 税表区分表の該当箇所 
年内（1月～12月）に 2か月を超えて継続的に勤務し、
本大学が主たる給与支払先となる場合 

甲欄（月額表） 

年内（1月～12月）に 2か月を超えて継続的に勤務し、
本大学が主たる給与支払先でない場合 

乙欄（月額表） 

5.2.4 給与支払い  

給与は源泉徴収後の手取り金額を、被雇用者が指定した本人名義の銀行口座（国内のみ）に振込み
ます。 

支払日 

勤務月の翌月 25日（25日が日・土・祝日にあたる場合は、直近の平日）
に振込みます。 
ただし、本大学の非常勤講師・授業担当講師の場合は翌月給与に手当と
して合算されます。 

給与明細・源泉徴収票
の発行 

本大学より、給与明細（毎月）、「年末調整のご案内」を発行します。 

※ 「アルバイト出勤表」の提出遅延、記入不備の場合、振込日が 1か月単位で遅れることがあり
ます。 
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5.2.5 その他（社会保険・労働保険  等）  

1 週の所定労働時間、雇用期間、給与額によっては、雇用保険や私学共済に加入する必要がありま
す。 

加入に伴い発生する掛金等について、被雇用者の自己負担額は給与より天引きします。雇用保険・
私学共済それぞれの加入要件については、下表で確認してください。なお、労災保険は、雇用され
るすべての方が加入し、手続きや費用負担はすべて法人が行います。 

学生区分 雇用期間 
1週の 

所定労働時間 
給与額※ 雇用保険 私学共済 

大学生・大学院生である 
（通信教育、夜間、定時
制の大学生（院生）を除
く） 

2か月以内 － － 非加入 非加入 

2か月を超
える 

28.5時間未満 － 非加入 非加入 

28.5時間以上 － 非加入 加入 

大学生・大学院生ではな
い 
（通信教育、夜間、定時
制の大学生（院生）を含
む） 

30日以内 － － 非加入 非加入 
31日以上 
2か月以内 

20時間未満 － 非加入 非加入 
20時間以上 － 加入 非加入 

2か月を超
える 

20時間未満 － 非加入 非加入 

20時間以上 
28.5時間未満 

月額
88,000円
未満 

加入 非加入 

月額
88,000円
以上 

加入 
加入 

（短時間
労働者） 

28.5時間以上 － 加入 加入 

※ 給与額は次の計算式で計算してください。 

 

 
 

学外兼務先で雇用保険や社会保険に加入している場合 
雇用保険や私学共済の加入要件を満たす場合で、学外の兼務先で雇用保険や社会保険に加入されている方を雇用
する場合は、人事課（私学共済・雇用保険担当）までご相談ください。 
 
人材派遣を利用する場合 
雇用ではなく人材派遣会社を利用することも可能です。ただし、法人と取引について基本契約を締結している人
材派遣会社のみ利用可能であるため、人材派遣会社に連絡する前に、予算担当者にご相談ください。 
 
バイアウト制度を活用する場合 
バイアウト制度を活用する場合、事前申請が必要です。詳しくは大学ホームページをご参照ください。 

 

こんなときは？ 

週の所定労働時間 
37.5 12 

1732.5 
給与額 ＝ 時給 × × 
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加入要件フローチャート 

① 社会保険（健康保険・年金 私学共済） 
立命館の他学部や他予算ですでに雇用契約を結んでいることがわかっている場合は、労働時間を通
算して加入要件を確認してください（赤文字下線の箇所）。 

 

 
 

他の社会保険に加入している場合、私学共済加入と同日に他方の社会保険資格は喪失となります。 
私学共済加入手続きと並行して、他方の社会保険の喪失手続きをご本人にしていただく必要があります。 

 

② 雇用保険（失業等給付など ハローワーク） 
 

以下の書類を渡してください 

①資格取得報告書（通常） 
②健康保険、年金制度の資格
取得に関する調査 

③マイナンバー提供のお願い 

通常加入者として 
私学共済に加入する 

以下の書類を渡してください 

①資格取得報告書（短時間労
働者加入用） 

②健康保険、年金制度の資格
取得に関する調査 

③マイナンバー提供のお願い 

はい はい 

いいえ 

いいえ 

1週の労働時間が
28時間 30分以上 

はい 

雇用期間が 2か月を超えている 
※ 労働条件通知書が「更新あり」
の場合は雇用期間を通算する 

い
い
え 

いいえ 

はい 

短時間労働者として 
私学共済に加入する 

給与が月額 88,000円以上ある 

＜時間給の賃金月額計算式＞ 
時間給×（週契約時間/37.5h）×1732.5÷12 

加入要件に該当せず、 
私学共済に加入しない 

雇用期間の見込みが 2か月を超える 
※ 労働条件通知書が「更新あり」の 
場合は雇用期間を通算する 

はい 

いいえ 

いいえ 

A. 

B. 

注意 

以下の書類を渡してください 

①加入手続き確認書 
②マイナンバー提供のお願い 

いいえ 

はい 

雇用保険に加入する 

加入要件に該当せず、 
雇用保険に加入しない 

いいえ 

はい 

いいえ 

大学生または大学院生である（他大学含む） 

1週の労働時間が 20時間以上 

はい 

C. 

大学生または大学院生である（他大学含む） 

1週の労働時間が 20時間以上 

は
い 

雇用期間の見込みが 31日以上 
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5.3 雇用以外に基づく研究協力（報酬・謝金） 

5.3.1 成果物に基づく報酬・謝金  

研究者が直接的な指揮監督や勤務管理を行わずに（行えない場合も含む）、出来高で個人に業務を
委託し、提出される成果物に基づいて対価を支払うことができます。 

(1) 基準金額について  

翻訳、校閲、テープ起こしにおける基準金額と課税区分は以下の通りとします。その他の依頼内容
の場合、あるいは単価基準額を超える報酬を支払うことを希望する場合については、案件ごとに報
酬・謝金額を設定し、研究部内で報酬・謝金額の決裁を得る必要があります。 

翻訳・校閲・テープ起こしにおける単価基準と課税区分 

単価基準は、依頼する「元原稿」の字数・語数を基準とし（成果物の字数・語数ではありません）、
字数・語数は、原則として日本語・中国語・朝鮮語は文字数（スペースを含まない）、英語等は語
数とします。 

区分 単価基準（税込額※） 
日本語・中国語・朝鮮語からの翻訳 400字あたり 4,800円 
上記以外の外国語からの翻訳 200語あたり 4,800円 
中国語・朝鮮語原稿の校閲 600字あたり 2,600円 
上記以外の外国語原稿の校閲 300語あたり 2,600円 
テープ起こし 日本語テープ 録音 1時間あたり 10,000円 
テープ起こし 外国語テープ 録音 1時間あたり 15,000円 

※ 単価基準の「税込額」は、源泉徴収税を指します。 

基準金額より源泉徴収します。源泉徴収税の取扱いは、P.110の「5.3.4 報酬・謝金における源
泉徴収」をご確認ください。 
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(2) 手続きの流れ  

 

(3) 手順  

手順 1 業務内容、報酬・謝金額の合意 

研究者（依頼者）と作業者（被依頼者）の双方で、業務内容、報酬・謝金額等について、確認・合
意します。 

手順 2 必要書類の提出 

研究者（依頼者）は、以下の必要書類を作成・準備して手続きを行います。 

提出書類 説明 
個人宛業務依頼書（成果物等）［研究部様式 4-1］  
元原稿 翻訳・校閲の場合は元原稿を提出します。 
在留カードなど、在留資格と期間を確認できる資
料の写し 

外国籍の方に依頼する場合は提出します。 

 

必要書類の受理 

報酬・謝金額の決裁 
翻訳・校閲・テープ起こし以外
の依頼内容、単価基準額を超え
た報酬・謝金を希望する場合 

報酬・謝金の受取 報酬・謝金の支払手続き 

被依頼者 研究者（依頼者） リサーチオフィス 

業務依頼書 他 

（手順 1）業務内容、報酬・謝金額の合意（P.101） 

業務実施 
成果物 

業務完了報告 書類・成果物の受理 

業務完了報告書 兼 請求書 

成果物の確認 

成果物 成果物の検収 

（手順 3）業務完了報告（P.102） 

（手順 2）必要書類の提出（P.101） 

必要書類の提出 
決裁が必要な場合は、 
作業開始 1週間前までに提出 
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手続き 
BCMによる手続き BCMのメニュー［依頼申請・業務完了］から依頼申請の手続きを行い

ます。必要な提出書類は BCM上で電子データとして添付します。 
BCM を使用しない手続
き 

「個人宛業務依頼書（成果物等）［研究部様式 4-1］」等の必要書類を
作成・準備し、予算担当者に提出してください。 

 
 

翻訳、校閲、テープ起こしで単価基準額を超える報酬・謝金を支払うことを希望する場合 
または、翻訳、校閲、テープ起こし以外の依頼内容の場合 
案件ごとに研究部内で報酬・謝金額の決裁を得る必要があります。「個人宛業務依頼書（成果物等）［研究部様
式 4-1］」に希望報酬・謝金額と設定理由を記入し、作業開始 1週間前までにご提出ください。 

 

手順 3 業務完了報告 

研究者（依頼者）は、「業務完了報告書 兼 請求書（成果物等）」の作業者欄および依頼者欄に必
要事項を記入し、成果物と併せて提出してください。 

提出書類 
業務完了報告書 兼 請求書（成果物等）［研究部様式 4-2］ 
成果物 

※ 書類、成果物の提出は、本大学の教員・研究者が行ってください。 
 

手続き 
BCMによる手続き BCMのメニュー［依頼申請・業務完了］から業務完了報告の手続きを

行います。必要な提出書類は BCM上で電子データとして添付します。 
BCM を使用しない手続
き 

「業務完了報告書兼請求書（成果物等）」と成果物を書類もしくはデー
タで提出してください。 

成果物は事務局による納品検収を行います。報酬・謝金は本大学より被依頼者（作業者）ご本人名
義の国内外銀行口座に振込みます。 

  

こんなときは？ 
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5.3.2 講演、専門的な指導・助言等に対する報酬・謝金  

(1) 基準金額について  

「講演」「専門的な指導・助言等」における基準金額と課税区分は以下の通りとし、下記の区分に該
当しない方に依頼する場合、または区分選択がわからない場合は、必ず事前に予算担当者に相談し
てください。源泉徴収税の取扱いは、P.110の「5.3.4 報酬・謝金における源泉徴収」をご確認
ください。 

① 講演 

講演会、シンポジウム、研究会などを開催する際、講演者、ゲストスピーカー、パネラー、コメン
テーター、報告者、司会等に報酬を支払うことができます。 

区分 
単価基準 

1回（3時間以内）※ 
S 関連分野において特に著名な有識者、企業または団体の代表者等 100,000円 

A 
他大学学長、副学長もしくは学部長または企業もしくは団体の役
員等 

50,000円 

B 
他大学教員、企業または団体の役職者、専門職有資格者で役職を
持つ者等 

30,000円 

C 
学外のポストドクトラルフェローまたは研究員、専門職有資格
者、本学教職員等 

10,000円 

※ 1回（3時間以内）には、事前事後の打ち合わせも含みます。 
 

 

 招聘者等に報酬のみならず旅費（「立命館旅費支給規程」に基づく交通費、日当、宿泊）も支給することが
できますので、都度旅費の要否を指定してください。 

 日本国内からの招聘等には招聘者等の自宅もしくは所属機関の最寄駅からの交通費を、日本国外からの招
聘等には招聘者等の居住地もしくは所属機関の最寄空港からの交通費をそれぞれ算出します。 

② 専門的な指導・助言等 

関連分野の専門家や研究者等より専門的知識の提供を受ける場合に報酬を支払うことができます。
通訳者も帯同する場合は通訳者にも報酬を支払うことができます。 

区分 単価基準［1時間］ 
S 関連分野において特に著名な有識者、企業または団体の代表者等 30,000円 
A 他大学学長、副学長もしくは学部長または企業もしくは団体の役員等 20,000円 

B 
他大学教員、企業または団体の役職者、専門職有資格者で役職を持つ
者等 

10,000円 

C 
学外のポストドクトラルフェローまたは研究員、専門職有資格者、本
学教職員等 

5,000円 

D 通訳 7,300円 

ポイント 
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(2) 手続きの流れ  

 

(3) 手順  

手順 1 業務内容、報酬・謝金額の合意 

研究者（依頼者）と被依頼者の双方で、業務内容、報酬・謝金額等について確認・合意します。 

手順 2 （実施前）書類の提出 

研究者（依頼者）は、以下の書類を作成・準備し、手続きを行います。 

提出書類 説明 
報酬・謝金支払請求書（講演、専門的な指導・助言等）［研
究部様式 4-3］ 

 

日時場所等が確認できる資料 開催案内、依頼状、メール等 
 

手続き 
BCMによる手続き BCMのメニュー［依頼申請］から申請手続きを行います。必要な提出

書類は BCM上で電子データとして添付します。 
BCM を使用しない手続
き 

提出書類を作成・準備し、予算担当者に提出してください。 

※ 外国口座に振込む際は、招聘者等の受取人口座番号、口座名義、住所、国名、銀行名、支店名
等の必要な情報を事前に登録する必要があります。必ず事前に予算担当者に申請してください。 

 

報酬・謝金の受取 

書類の受理 

被依頼者 研究者（依頼者） リサーチオフィス 

（手順 1）業務内容、報酬・謝金額の合意（P.104） 

書類の受理 

報酬・謝金額の決裁 報酬・謝金支払い請求書 他 

単価基準額を超えた報酬・謝金
を希望する場合 

（手順 3）（実施後）書類の提出（P.105） 

（実施前）書類の提出 
決裁が必要な場合は、 
作業開始 1週間前までに提出 

 

実施したことがわかるもの、他 

（実施後）書類の提出 
（P.105） 

（手順 2）（実施前）書類の提出（P.104） 

講演、専門的な指導・助言等
の実施 

報酬・謝金の支払手続き 
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講演、専門的な指導・助言等において単価基準額を超える報酬・謝金を支払うことを希望する場合 
案件ごとに研究部内で報酬額の決裁を得る必要があります。「報酬支払請求書（講演、専門的な指導・助言等）
［研究部様式 4-3］」に希望報酬額と設定理由を記入し、ご提出ください。 
 
招聘状、出張依頼書が必要な場合 
大学として「招聘状」「出張依頼書」の発行が必要な場合は、予算担当者に依頼してください。 

 
 

 規程では「本学は客員協力研究員に対して一切の金員の支払いを行わない」と定められておりますが、契
約締結時の受入テーマと異なる役務の提供に関しては報酬を支払うことができます。その場合における単
価基準は本学教職員に準じて取り扱います。 

 本法人を本務とする教職員に報酬を支払う場合は給与所得に合算されます（給与所得と同様に源泉徴収税
の対象となります）。 

 報酬額が「手取額」の場合は単価基準の額を招聘者等に支払った上で別途研究費から源泉徴収税を納税し
ます。「税込額」の場合は源泉徴収税を差し引いた額を招聘者等に支払います。 

 

報酬・旅費を講演会等の開催当日に現金手渡しする場合 

報酬（旅費含む）は、本大学より招聘者等のご本人名義の国内外銀行口座に振込むことが基本です。
ただし、招聘者等が銀行口座をお持ちでない場合、または講演会等の開催当日に現金手渡しするこ
とを希望する場合については、大学で事前に現金（日本円）と領収書［研究部様式 4-6］を準備し、
本大学教員・研究者にお渡しします。現金手渡しが必要な場合は、講演会等の開催 3週間前までに
予算担当者にお申し出ください。 

※ 本大学教員・研究者自身が現金を立替えることは避けてください。 

※ 開催 3 週間前までに現金手渡しのお申し出がなかった場合は、大学で現金を用意することが
できなくなります。 

手順 3 （実施後）書類の提出 

研究者（依頼者）は、講演、専門的な指導・助言等の実施後に、以下の書類等を予算担当者に提出
します。 

提出書類 説明 
実施したことがわかるもの（当日の写真、等）  
領収書［研究部様式 4-6］ 報酬や旅費を現金手渡しした場合に提出 
1. 請求書（または領収書） 
2. 搭乗日・経路・便名・クラス・サーチャージ・

各種税金等、フライト情報が確認できるもの
（例、旅程表） 

3. 往路の航空機の利用が証明できるもの（搭乗券
の半券（原本）等） 

招聘者等が飛行機を利用した場合に提出 

  

こんなときは？ 

ポイント 
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航空運賃を招聘者等本人が立替えている場合、かつ講演会等の開催当日に現金手渡しを希望する場合 
1.領収書、2.旅程表等は、開催 3週間前までに予算担当者にご提出ください。 

 

手続き 
BCMによる手続き BCMのメニュー［依頼申請］から手続きを行います。必要な提出書類

は BCM上で電子データとして添付します。 
BCM を使用しない手続
き 

提出書類を作成・準備し、予算担当者に提出してください。 

 

  

こんなときは？ 
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5.3.3 人を対象とする生命科学・医学系研究における被験者、アンケート・
聞き取り調査に対する報酬・謝金  

人を対象とする医学系研究においては、被験者の人間の尊厳および人権を守るとともに、研究者等
がより円滑に研究を行うことができるよう、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指
針等が定められています。人を対象とする生命科学・医学系研究の実施に際しては、同指針を遵守
し厳格に実施ください。 

 

 立命館大学「研究者の倫理」 

 http://www.ritsumei.ac.jp/research/member/study_ethic/se01.html/ 

 文部科学省「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」 

 https://www.mhlw.go.jp/content/000909926.pdf 

 ヘルシンキ宣言（日本医師会ページより） 

 http://www.med.or.jp/wma/helsinki.html 

研究倫理審査委員会への申請 

人を対象として以下の研究を実施する場合は、事前に研究倫理審査委員会への申請が必要です。 

 医療における疾病の予防方法 

 診断方法および治療方法の改善 

 疾病原因および病態の理解ならびに患者の生活の質の向上を目的として実施される医学系研
究 

 人のゲノム解析を行う研究 

その他、自然科学系研究、心理学・社会学等の研究 

その他の自然科学系研究、心理学・社会学等の研究における実験被験者への謝礼も、人を対象とす
る生命科学・医学系研究の実験被験者への謝礼に準じて取り扱います。この場合は倫理審査委員会
への申請は必須ではありません。ただし、学会発表や論文投稿、公的研究費の申請等において倫理
審査が求められる場合がありますので、研究開始前に必要性を判断してください。 

(1) 基準金額について  

基準金額と課税区分は以下の通りとします。 

区分 単価基準 
被験者報酬・謝金（1時間以内） 2,000円／1回 
アンケート報酬・謝金（1時間以内） 1,000円／1件 
聞き取り調査報酬・謝金 10,000円／1件 

 

※ 予備実験に関しても報酬・謝金（その他実験協力）として取り扱い、申請を行ってください（立
替等、他の費目などでの申請はできません）。 

参考 

http://www.med.or.jp/wma/helsinki.html
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(2) 手続きの流れ  

 

(3) 手順  

手順 1 実施内容、報酬・謝金額の合意 

研究者（依頼者）と被験者の双方で、実施内容、報酬・謝金額について、確認・合意します。 

手順 2 研究倫理審査委員会への申請（必要な場合） 

研究倫理審査委員会への申請が必要な場合は、「研究倫理ハンドブック」または研究部ホームペー
ジの「研究者の倫理」にて詳細を確認の上、衣笠リサーチオフィス、研究環境管理課の研究倫理審
査委員会事務局までご相談ください。 

立命館大学「研究者の倫理」 

 http://www.ritsumei.ac.jp/research/member/study_ethic/se01.html/ 

  

必要書類の受理 

（手順 3）必要書類の提出（P.109） 

報酬・謝金額の決裁 

実験の実施 

・単価基準額を超えた報酬・謝
金を希望する場合 

・謝品を希望する場合 

［アンケート報酬、聞き取り調査報酬・謝金を金券、謝品とした場合］ 

報酬・謝金の支払手続き 報酬・謝金の受取 

［必要な場合のみ］ 

（手順 2）研究倫理審査委員会への申請（P.108） 

被験者 研究者（依頼者） リサーチオフィス 

（手順 1）実施内容、報酬・謝金額の合意（P.108） 

必要書類の提出 
決裁が必要な場合は、作業開始
1週間前までに提出 

授受簿の提出 

（手順 4）授受簿の提出（P.109） 

報酬・謝金支払い請求書 他 

授受簿 

授受簿の受理 
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手順 3 必要書類の提出 

研究者（依頼者）は、以下の書類を作成・準備し、リサーチオフィスに提出します。 

※ 研究倫理審査委員会への申請が必要な案件の場合は委員会承認後に手続きを行います。 
 

提出書類 説明 
報酬・謝金支払請求書（被験者、アンケート・
聞き取り調査等）［研究部様式 4-4］ 

 

実験内容が確認できる資料 
被験者報酬・謝金の場合、アンケート報酬・謝金、
聞き取り調査報酬・謝金の場合に提出します。 

被験者に負担軽減費を支給することの根拠
資料（倫理審査委員会の申請案件に限る） 

被験者報酬・謝金の場合に提出します。 
例えば、研究計画書や説明文書など。 
本大学ホームページの「人を対象とする研究倫理審
査への申請について」「人を対象とする医学系研究
倫理審査への申請について」に書式が掲載されてい
ますのでご参照ください。 

 
 

 人を対象とする研究倫理審査への申請について 

 http://www.ritsumei.ac.jp/research/approach/ethics/mankind/ 

 人を対象とする医学系研究倫理審査への申請について 

 http://www.ritsumei.ac.jp/research/approach/ethics/iryo/ 

 
手続き 

BCMによる手続き BCMのメニュー［業務完了（作業実績検収）］から手続きを行います。
必要な提出書類は BCM上で電子データとして添付します。 

BCM を使用しない手続
き 

提出書類を作成・準備し、予算担当者に提出してください。 

 

手順 4 授受簿の提出 

アンケート報酬、聞き取り調査報酬・謝金を金券、謝品とした場合、研究者（依頼者）は、以下の
書類を予算担当者に提出します。 

提出書類 
授受簿［研究部様式 4-5］ 

 

  

参考 
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5.3.4 報酬・謝金における源泉徴収  

(1) 源泉徴収の取扱い  

報酬・謝金にかかる源泉徴収の取扱いは、次の表に基づいて行います。 

招聘者の
属性 

依頼内容 実施場
所 

源泉徴収 
（税率） 

備考 

居住者 
所得税法第 204 条第 1項に該当する内容※1 

国内 
国外 

あり 
（10.21％） 

※3 

所得税法第 204 条第 1項に該当しない内容※2 
国内 
国外 

なし  

非居住者 
すべての依頼内容 国内 

あり 
（20.42％） 

※3 
※4 

すべての依頼内容 
（例外については、※1（項目「翻訳」）を参照） 

国外 なし  

 

※1 所得税法第 204条第 1項に該当する事例 
項目 留意点 

講演（講演者、ゲストスピーカー、
パネラー、コメンテーター、報告者） 

名称に関わらず、講演の要素が強いため、源泉徴収が
必要です。 

翻訳 

非居住者に依頼した場合で、著作権の使用料またはそ
の譲渡による対価に当たる場合は、作業場所が国外で
あっても源泉徴収が必要となる場合があります（作業
を行った国によって取扱いが異なります）。 

校閲 － 

専門的知識の提供 

人文科学だけに係る場合を除き、「科学技術」に関
する高等な専門応用能力が必要とされる場合は、源
泉徴収の対象となります（所属税法第 204上第 1項
第 2号）。 

通訳 － 
 

※2 所得税法第 204条第 1項に該当しない事例 
項目 留意点 

アンケート回答 ただし、回答段階、調査段階において内容が紙媒体（書
籍や製本物のみならずチラシでも）に印刷されること
を想定している場合は、源泉徴収が必要です。 

聞き取り調査（ヒアリング、インタ
ビュー、取材） 
テープ起こし － 
司会 － 
被験者 － 

  



 研究費執行ガイドブック（研究者版） 
立命館大学 研究部 5章 人件費・謝金 

© Ritsumeikan Univ. All Rights Reserved 111 2024年 04月 01日 第 1.0版 

※3 招聘者等に旅費（交通費・日当・宿泊費）を直接支払う場合は、旅費に対しても報酬と同じ税
率で源泉徴収が必要です（報酬は支払わず旅費のみ支払う場合でも、旅費に対して源泉徴収が
必要です）。ただし、本大学が請求書に基づき旅行業者、交通機関、ホテル等の業者に直接支
払う分については、源泉徴収は不要です（国税庁所得税基本通達 204-4）。 

 

※4 非居住者の納税国と日本国が租税条約を締結している場合は、源泉徴収税を免税とすることが
できます（P.111の「(2) 租税条約適用の申請」）。 

 
 

非居住者とは 
日本国内での滞在が年間もしくは継続する 12 月の期間中 183 日またはそれより短い一定の期間を超えない者
は、課税上は非居住者として取り扱われます（日本国籍の場合でもこの条件にあえば非居住者として扱われます）。 

(2) 租税条約適用の申請  

租税条約について 

非居住者に給与・報酬・謝金等（旅費含む）を支払う場合は、20.42％の源泉徴収（復興特別所得
税を含む）が必要です。ただし招聘者等が日本国と租税条約を締結している相手国の居住者である
場合は、租税条約の適用を申請することで源泉徴収税は免除されます。 

※ 租税条約の適用を申請しない場合は、研究費より源泉徴収税額を納税します。 
 

 

租税条約適用国は？ 
アメリカ、イタリア、イギリス、オーストラリア、韓国、中国、ドイツ、フランス、他 
詳細は、国税庁ホームページをご参照ください。 

 https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/report/2003/japanese/tab/tab31.ht
m 

租税条約適用の申請手続き 

租税条約の適用には、租税条約の規定に基づく申請書類（国によって異なります）を提出する必要
があります。 

 租税条約適用の申請を行う場合、次ページの①～④の書類を招聘者等から報酬・謝金の「支払
日の前日までに」税務署に提出すべきものと省令により定められています。 

 「④居住者証明書」の入手に時間がかかる場合は、先に①～③を提出し、居住者証明書は支払
日から 3か月以内（必着）に予算担当者にご提出ください。 

 租税条約適用の申請を行う場合で、税務署に必要書類の事前提出が困難な場合は、一旦、手取
額から源泉徴収した金額を招聘者等に支払います。来校時に①～④に加えて「⑤還付請求書」
をご提出いただくことにより、源泉徴収した税金が税務署から招聘者等本人の銀行口座（日本
国外の銀行口座でも可）に直接還付されます（手続きの約 1～2か月後）。 

  

参考 

参考 
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 租税条約適用の申請を行う場合は、必要書類を確実にご用意いただくよう、あらかじめ招聘者等にご依頼く
ださい。 

 書類が用意できない場合は免税の適用ができませんのでご注意ください。 

 

1. 招聘者等への支払日前日までに必要書類が税務署に提出できる場合 
番号 必要書類 
① 租税条約に関する届出書 2部（正本・副本） 
② パスポートにおける該当箇所（以下の 3箇所）の写しを、滞在要件確認のため過

去分を含め、すべて提出していただきます（ページ数が多い場合は過去 2年分）。 
 本人確認のページ（見開き写真添付欄） 
 上陸許可証印のページ 
 入出国印のページ 

③ 特典条項に関する付表：以下の各国の居住者の場合 
フランス、オーストラリア、ドイツ、アメリカ 
※ 短期滞在であっても提出が必要な国のみ記載しています。それ以外の場合

の詳細は、国税庁 HP「特典条項に関する付表（様式 17）」をご確認くだ
さい。 

④ 居住者証明書：以下の各国の居住者の場合 
フランス、オーストラリア、ドイツ、アメリカ 
※ IRS発行のものに限ります。 

※ IRS（The Internal Revenue Service）：アメリカ合衆国内国歳入庁 

 http://www.irs.gov/ 

 

2. 招聘者等への支払日前日までに必要書類が税務署に提出できない場合（追加書類） 
上記①～④に加えて以下の書類が必要です。 

 
番号 必要書類 
⑤ 還付請求書 

※ 報酬等支払後の 3か月以内にすべての必要書類を提出してください。 
 

 

手続きに必要な各種様式は「人事WEB」からダウンロードできます。 

 https://secure.ritsumei.ac.jp/staff-all/unitas/hrweb/procedure/payment.html/ 

 

  

参考 

注意 

https://secure.ritsumei.ac.jp/staff-all/unitas/hrweb/procedure/payment.html/
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(3) 源泉徴収税の取扱いの違いによる執行例  
 

 
租税 
条約 

報酬・謝金の支給額 旅費の支給額 

国内 
招聘 

－ 
※ 税上乗せで試算した場合  手取額（規定金額）＝執行額−源泉税額 

30,000円＝33,411円−3,411円 50,000円＝55,685円−5,685円 

国外 
招聘 

手続き 
する 

執行額（規定金額） 
＝招聘者等の手取額＋源泉税額 
30,000円＝23,874円＋6,126円 
後日、源泉税は招聘者等に還付され手取
額は 30,000 円になります 

執行額（規定金額） 
＝招聘者等の手取額＋源泉税額 
50,000円＝39,790円＋10,210円 
後日、源泉税は招聘者に還付され手取
額は 50,000円になります 

手続き 
しない 

手取額（規定金額）＝執行額－源泉税額 
30,000円＝37,697円－7,697円 
※ 税上乗せで試算 

手取額（規定金額）＝執行額－源泉税額 
50,000円＝62,829円－12,829円 
※ 税上乗せで試算 

 

執行額 

規定金額 

手取額 

源泉税額 

税率 

：研究費の残高から支出する金額 

：本大学の報酬・謝金の基準額、本大学規程で計算した旅費支給額 

：招聘者等が実際に受領する金額 

：所得税として本大学が源泉徴収し納税する金額 

：国内居住者 10.21%、非居住者 20.42% 

 



 研究費執行ガイドブック（研究者版） 
立命館大学 研究部 6章 巻末資料 

© Ritsumeikan Univ. All Rights Reserved 114 2024年 04月 01日 第 1.0版 

6章 巻末資料 

6.1 株式会社クレオテックによる「発注契約サポートサー
ビス」について 

案件のご相談、仕様内容の確定（仕様書の作成サポート）、必要に応じて工程の計画立案、見積書
取得、発注書作成、発注書送付、納期調整、進捗管理、事務局による検収※、納品書（完了報告書）、
請求書の取りまとめ等々をクレオテックが代行します。 

※「事務局による検収」を代行 

納品された物品等は、クレオテックが「事務局による検収」を代行した後、研究者へお渡しします。
各キャンパスの「検収場所」に物品等を持ち込み、「事務局による検収」を改めて受け直す必要は
ありません。 

 
 

 1件/1組の価格が 10万円未満の案件でも本サービスの対象です。 
 通常であれば研究者が行う見積書や仕様書等の徴収作業が不要となり、負担軽減につながります。 
 本サービスは大学よりクレオテックに業務委託しておりますので、個々の研究費からの費用負担は一切あ

りません。 

 

クレオテック「発注契約サポートサービス」窓口（連絡先） 

窓口 TEL FAX 
衣笠・朱雀センター 
（衣笠キャンパス修学館 1F121号室） 

内線 511-7108, 7109 
外線 075-465-8178 

内線 511-7110 
外線 075-465-8179 

BKCセンター 
（BKC キャノピー2F） 

内線 515-2117 
外線 077-561-3490 

内線 515-2119 
外線 077-561-2649 

OICキャンパス業務課（OIC A棟北ウイ
ング 1Fキャンパス管理室 2） 

内線 513-2033 
外線 072-665-2021 

内線 513-2039 
外線 072-665-2039 

ポイント 
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改訂履歴 

作成日 版数 概要 
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